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午前10時０分開議 

 

開          議 

○議長（服部富男） ただいまから本日の会議を開きます。 

 

質          問 

○議長（服部富男） 日程第１、県政に対する質問を行います。 

 通告がありますので、順次発言を許します。14番 中瀬信之議員。 

   〔14番 中瀬信之議員登壇・拍手〕 

○14番（中瀬信之） おはようございます。 

 新政みえ、度会郡選挙区選出、中瀬信之でございます。議長の許可をいた

だきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 初めに、一見知事におかれましては、多くの県民から信任をいただいて、

当選されたことを心よりお祝いを申し上げたい、そのように思います。 

 また、県議会議員補欠選挙では、当選された皆さんに心からお祝いを申し

上げたい、そのように思います。皆さんと一緒になって県政発展のために頑

張っていきたい、そんな思いでありますので、どうぞよろしくお願いをいた

します。 

 今、滋賀県では国民スポーツ大会が開催されています。三重県の選手も、

近いということもあるか分かりませんが、たくさん出ています。そういう中

で、日頃、新聞とかテレビで三重県の選手が活躍されている姿を見ていると、

本当にうれしい思いがあります。ましてやその名前の近くに、どこ出身とか

書いてあるとなおさらうれしい、そんな思いがあります。 

 三重県では、2035年に国民スポーツ大会の開催を控えておりますが、約10



－1122－ 

年先ということもあります。そういう中において、今日は質問いたしません

が、選手の皆さんが活躍できる場を県が一緒になってつくっていただきたい、

そんな思いでありますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 知事は、１期目に畑を耕して、種をまくということを言われています。芽

が出てきたものもあるやろと。２期目には、それをさらに伸ばして花を咲か

せたいというふうに言われております。先を見据えての発言かも分かりませ

んが、私は、家で農業経営をずっとしていたことから、花が咲くだけではあ

かんやろと、やはり実がなって、その実を収穫するというところまでいかん

と、本来のことにならんのかなという思いがあります。ましてやその実が本

当においしいとか、そういうことになれば、なおさらよしというふうに思っ

ています。県政、これから４年間、一生懸命頑張っていかれるというふうに

思いますが、ぜひともおいしい実がなる政策をしていただきたい、そんな思

いであります。 

 二元代表制の下、県民の皆さんが安心して暮らしていける地域を、まちを

思いながら、今日は質問させていただきたいなというふうに思っております。 

 まず、１点目は、高齢者政策についてお伺いをしたい、そのように思って

います。 

 先月の９月15日は、長年にわたり社会に貢献されてきた高齢者を敬愛し、

長寿を祝う敬老の日でありました。 

 総務省が14日に公表した人口推計によると、65歳以上の高齢者数は3619万

人、日本の総人口に占める割合は29.4％ということで、過去最高を更新して

いる、そういう状況であります。そのうち、75歳以上の総人口に占める割合

も17.2％ということであります。これ、世界に目を向けますと、人口4000万

人以上の38か国で比較しますと、高齢者の割合で日本は断然のトップであり

ます。 

 今、元気なお年寄りが多いことや少子化による働き手の不足を背景に、就

業者全体に占める働く人の７人に１人が高齢者であるというふうに言われて

おります。 
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 三重県の2025統計でみる三重のすがた、（現物を示す）これを見てみます

と、三重県南部の南伊勢町が54.7％、これ、老年人口割合です。それから、

大紀町が52.3％と、50％を超える市町が二つ南部地域にあると。そして、

40％を超える市町が南部地域には４市５町もあります。三重県全体で見ます

と、29市町のうち、上位12位までが南部地域となっております。南部地域に

は高齢者が多い。それは、若い方が都市部などに働いているという原因があ

ろうかというふうに思います。この先も、今の状況は変わっていかないもの

である、そのように思っています。深刻な状況が続いていくと考えられてい

ます。元気に働くことができるときはいいのですが、健康寿命と平均寿命の

差は男女とも大きく、特に南部地域や過疎地域と言われるところでは、高齢

者が地域コミュニティーから取り残される可能性があります。 

 知事は、今回の選挙で県内を多く回られたというふうに思っていますが、

知事とお会いした方々の多くは、現役世代や元気な高齢者の方がほとんど

だったというふうに思っておりますが、過疎と言われる地域では、都市部で

は考えられないような現状があります。統廃合という名の下に、役場や農協

や病院やスーパーなどなど、市民生活と密接に関わるところが次々になく

なっているという現状があります。例えば、病院に行くにしても、買物をす

るにしても、今は交通手段が少なく、多くの不便を抱えている地域がたくさ

んあります。 

 これ、知事選挙の政策集、ちょっとコピーをさせていただきました。（現

物を示す）知事の政策集を見てみますと、就任４年間で取り組んだ具体例と、

今後４年間で実現する三重の姿が掲載されています。残念ながら、その中に

は高齢者政策という項目は見当たらないように思います。高齢者が住む地域

にあって、高齢者施策を進めることは喫緊の課題であると私は考えています。

私は、知事の政策集の中に、高齢者施策が特化して掲載される必要があると

考えますが、知事の高齢者政策に対する思いをお伺いいたします。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 議員から御質問いただきました高齢者の施策についてお
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答えをする前に、ちょっとスポーツの話もされましたので、滋賀、隣の県で

ありますけど、国スポも近い県で行われていると。当初、開会式に行きた

かったんですけど、ちょっと所用があって残念ながら行けませんでして。10

月１日に東近江市で行われましたソフトボールの大会に行ってまいりました、

決勝戦です。激励をしてまいりまして、見事に優勝をしたということで、そ

れ以外にも、議員御指摘のように、新聞で活躍が報じられていまして、例え

ばレスリングとか、いい成績を上げておられるということで、非常にうれし

く思っているところでございます。 

 それから、政策集とも関係しますけれども、おっしゃるように、政策は最

終的に果実が実り、それを県民が享受できるということが大事じゃないかな

と思っております。それを肝に銘じてやっていきたいと思います。 

 政策集について御質問いただきました。 

 政策集は、子どもとか、防災とか、今までやってきた施策、これから展開

する政策を10に分類しています。その中には、子どもというのは挙げており

ますけれども、実はジェネレーション、世代に着目した分け方をしているの

は子どもだけです。若者というのもありませんし、高齢者というのもありま

せん。 

 選挙で県内をくまなく回ってきたつもりではありますけど、高齢者の方々

とお話をする機会も多かったです。悩んでおられる点、例えば人口減少の問

題、それから農業の問題、それから交通の課題、そんなことをたくさんお伺

いしました。 

 これから高齢者の方はますます増えていきます。2030年には、総人口の３

人に１人が高齢者となるというふうに予想されております。三重県も今、高

齢化率は30.9％、これ、国全体が29.3％ですから、三重県のほうがちょっと

進んでいます。推計でいっても、2035年には、三重県は34.4％になり、全国

は32.3％ですから、高齢化率が進んでいる。それから、議員御指摘のように、

南部はもっと高齢化が進んでいくということです。 

 大事なのは、高齢者の方々が元気に暮らしていただくということ。それか
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ら、さらには、働いていただけるときまではちゃんと働いていただきたいと、

こういうことではないかなと思っています。 

 政策集の中には、高齢者の方々に関連する記述がございます。例えば、医

療の関係でいうと、医療人材の確保と地域における偏在の是正、これは高齢

者の方にとっても関係のある話ですし、それから介護についても同様です。

健康寿命の延伸に向けた取組について書いてございます。さらには、スポー

ツのところに書いてあるんですけれども、障がい者スポーツの普及を一層推

進するとともに、県民の健康づくりを推進、ここには、あらゆる世代なんで

すけど、高齢者の方も意識して書かせていただいているつもりであります。

さらに、移動支援のところですが、やるべきことのＣの中に高齢者や学生の

移動を支援する県内公共ライドシェアの展開ということも書かせていただい

ております。さらに、移動販売などについてもこれから議論をしていかな

きゃいけないというふうに思っているところです。 

 健康、それから交通、さらには雇用、そういった面で、高齢者の方々の声

に耳を傾けて政策展開をしっかりしていくこととしていかなければいけない

というふうに考えておるところでございます。 

   〔14番 中瀬信之議員登壇〕 

○14番（中瀬信之） 知事が高齢者政策を何も考えてないということじゃな

くって、三重県としても、医療であったり、いろんな部において、高齢者政

策はたくさんしているというふうに思います。 

 私が今回、高齢者政策を取り上げたのは、知事の思いの中に、高齢者政策

も、この２期目、しっかりとやっていくんやよということを明確に訴えてい

ただいたらという思いがあって、させていただいたことであります。 

 高齢者政策の中で、話をすると、免許を返納した後の交通が不便というこ

とがやはり一番私らがよく聞くところでありますので、高齢者や学生のライ

ドシェアとかというふうに書かれておる項目もありますが、やはりその辺は

しっかりときめ細かいことをしていただきたいと思っています。 

 病院とか、買物するスーパーが近くにあればいいんですが、なかなか町を
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またいで行かないといけない、市をまたいで行かないといけないというよう

な場所にあるものですから、どうしてもその辺が気になるところだというふ

うに思っています。何よりも重要なのは、住んでいるところによって、格差、

あんまり好きやないと言いますが、格差が生じやんようにしていくことで、

三重県、どこに住んでおっても楽しい有意義な暮らしができるんやという三

重県づくりをしていただきたいなという思いがあります。 

 そういう意味で、今回はこの高齢者政策ということを取り上げさせていた

だきましたので、これからも三重県、いろんなところへ行くと、たくさんあ

ると思いますので、ぜひともよろしくお願いしたいというふうに思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、２点目の観光政策についてお伺いをいたします。 

 この項目については、（１）の南部地域の観光施策についてと、（２）の

拠点滞在型観光の取組についてということを併せてお伺いしたいというふう

に思っています。 

 塩野部長におかれましては、就任していただいてから三重県の観光地を回

られたというふうに伺っておりますが、三重県各地の印象はどのようなもの

を持たれたのか、またお聞きしたいなと思っています。 

 私は、生まれたときから南部の地に住む人間であります。海や山の豊かな

自然に恵まれ、人々が暮らすのに理想的な地として、古くから美し国と呼ば

れるところであります。 

 三重県南部地域は、山や海の豊かな食材にあふれ、神宮や熊野古道など、

世界に誇れる魅力ある地域であります。私にとって、三重の観光といえば、

神宮を中心とした伊勢志摩地域を思い浮かべてしまうのですが、県外の方と

少し話をしたりすると、三重県のイメージというものはまだまだ薄いという

ことがあります。こちらから、三重県は、Ｆ１の鈴鹿の街やよ、長島の遊園

地があるよ、忍者のふるさとや、松阪肉など、おいしい食があるよというこ

とを言いますと、それって三重県なんですかということをよく聞いたもので

あります。そういうことを考えると、これから三重県のイメージをつくって
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いくことは本当に重要なことであるというふうに思っています。 

 2022年度から2026年度までの５年間の中期戦略計画のみえ元気プラン、

（現物を示す）こういう冊子があります。こういう中に、大きな観光政策の

柱である拠点滞在型観光の達成に向けた思いや国内外の観光客が一度は行っ

てみたいと思える観光地はもちろんですが、もう一度行ってみたい、そんな

魅力ある観光地を目指すには、今ある観光地の知名度プラス、観光インフラ

と言われる観光客の満足度を上げるための整備が何よりも重要だと考えてい

ます。 

 部長は、就任後まだ日数はたっていませんが、今だからこそ分かる三重県

の観光の魅力や、拠点滞在型観光の取組や、今後も重要と考える観光インフ

ラ整備とは何か、お答え願いたいと思います。 

   〔塩野 進観光部長登壇〕 

○観光部長（塩野 進） 南部地域における観光振興、特に拠点滞在型観光の

取組についてお尋ねがありましたので、お答えを申し上げます。 

 本県は、地域それぞれに特色があり、多様な魅力に富んだ観光地であると

認識をしております。三重県に来ていただいて、１か所を短い時間滞在して

いただいたということをもって、三重県に行ったというふうに思っていただ

きたくないなと私も個人的に思っているところでございます。 

 とりわけ南部地域においては、世界遺産熊野古道伊勢路や伊勢神宮、海女

などの歴史・文化のほか、雄大な自然や独自の食文化など、魅力的な観光資

源が数多くあるというふうに感じております。 

 こうした地域ならではの魅力により深く触れていただき、じっくりと滞在

をしていただくということが非常に重要であるというふうに思っております。 

 宿泊日数を増やしていただくためには、滞在価値の創出や今、議員の御指

摘があった観光インフラの充実を図るなど、一層の取組が必要であると考え

ております。 

 このため、滞在価値の創出に向けては、市町やＤＭＯ等による地域ならで

はの観光資源を生かした旅行商品の造成などの取組を支援しています。 
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 例えば、紀北町では、熊野古道から始まる悠久の歴史と美食の旅をテーマ

として、熊野古道馬越峠の散策や築140年の古民家で紀州備長炭を用いた炭

火割烹料理を味わっていただくなど、紀北町ならではの体験を詰め合わせた

旅行商品化に取り組んでいるところでございます。 

 また、観光インフラの充実に向けて、上質な宿泊施設の誘致に取り組んで

いるほか、快適に滞在をしていただけるよう、宿泊施設や観光施設の受入れ

環境の整備を支援しています。今年度につきましては、採択が50件、約5.2

億円の交付決定を行っておりますが、そのうち南部地域につきましては約７

割の34件を採択し、各施設において客室の和洋室化やトイレの洋式化、多言

語の案内表示などの整備が進められています。 

 このほか、熊野古道伊勢路沿線においては、南部地域振興局と連携をしな

がら、案内標識やトイレ整備等を行う市町の支援にも取り組んでおります。 

 さらに、旅行者に観光インフラをはじめ観光情報を収集していただけるよ

うに、三重県観光連盟の公式サイト、観光三重などでも情報発信を行ってい

るところです。 

 今後も引き続き、滞在価値の創出、観光インフラの充実に向けて取り組む

とともに、テーマ性を持たせた周遊観光の取組などを進め、南部地域はもと

より県内にじっくりと長く滞在をしていただけるように取り組んでまいりま

す。 

   〔14番 中瀬信之議員登壇〕 

○14番（中瀬信之） ありがとうございます。 

 観光インフラについて、いろいろ、今おっしゃっていただきましたが、私

もいろんなところへ旅行に行くと、その街が非常にきれいとか、車で行くこ

とが物すごくたやすいとか、料理がおいしいとか、いろんな思いで、次も行

こうかなということを考えるんですけれども、三重県に来られてまだ間もな

いと思いますが、このところだけは一番初めにやりたいなというインフラ整

備、部長、何かあればお答え願えますか。 

○観光部長（塩野 進） ありがとうございます。 
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 私も７月に着任をして以来、県内の様々なところ、北勢地域から南部地域

まで回らせていただいておりますが、やはり宿泊施設の充実というものにつ

いては重要だというふうに思っております。 

 一くくりに宿泊施設と申し上げても、様々なタイプのものがありますし、

一口に申し上げるわけにはいきませんが、これから三重県として、インバウ

ンドですとか、高付加価値の方々にたくさん来ていただきたいということを

申し上げておりますので、その受皿となる上質な宿泊施設の誘致、この点に

ついては、問題意識を持って取り組んでいきたいというふうに思っておりま

す。 

   〔14番 中瀬信之議員登壇〕 

○14番（中瀬信之） ありがとうございます。 

 様々ありますが、宿泊施設をこれから重視して進んでいかれるということ

であります。どうぞよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 観光政策について、次、知事のほうにお伺いしたいなと思っています。 

 令和３年の一般質問で、三重県の格差問題について伺ったことがありまし

て、そのとき知事は、南北格差はあらへんよというふうに言われておりまし

た。地域にそれぞれの特色があって、北中部では、自動車産業など、ものづ

くり産業の集積がある、南部地域であれば、豊かな自然を生かした農林水産

業や拠点型の観光など、取組を進めれば大きなポテンシャルがある、そのよ

うに答弁をされていました。私もそのとおりやと思います。格差をあえてつ

くる必要はなくて、それを埋めるために何をするかがやはり重要だというふ

うに思っております。 

 現実問題として、三重県南部地域に工場の誘致であったり、企業の誘致を

進める、これはなかなか進まないというのも現状にあろうかというふうに思

います。 

 過去の実績でも明らかなように、これは集客のところですが、2033年の式

年遷宮に向けて、神宮には多くの観光客が県内外、外国からも訪れるという

ことであります。非常に期待をしたいというところがあります。 
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 最近では、大きなクルーズ船が鳥羽に立ち寄っているということもお伺い

します。 

 この前、少し話をしていましたら、野村議員のほうから、大きな船は

しょっちゅう来ておるよと。大きな船が鳥羽港に接岸することはできません

ので、その観光客は、小さな舟を使って、鳥羽の市内であったり、伊勢とか

志摩にたくさん来てみえる、そういう方をこれから集客の大きな手だてにし

ていくことは重要なことであるというふうに思っています。今までは、車で

観光客が来たり、電車で来たり、セントレアから来る、車、電車、飛行機と

いうこともありますが、船は、もう大きな力になるというふうに思っており

ますので、その辺も進めるといいのではないかなと思っております。 

 三重県内でも指折りの観光ホテルのある伊勢志摩地域に、三重県が進める

拠点滞在型観光の中心というイメージを置いて、その場所から熊野古道伊勢

路とか、忍者の伊賀とか、赤目四十八滝、オオサンショウウオ、うちも名張

の議員がおりますが、そういうこととか、Ｆ１の街、鈴鹿であるとか、長島

の遊園地、榊原や湯の山の温泉地域などなど、伊勢志摩地域を中心に放射状

に進めていけば、観光地の分散が図れるし、理想的な長期滞在ができるんと

違うかなというふうに思っています。 

 私は勝手にですが、拠点滞在型観光を進めるということは、どっかに拠点

を置いて、その拠点が伊勢志摩やという思いが非常に強かったものですから、

そこを拠点において進めていただくといいのではないかなという思いがあり

ます。 

 南部地域の観光産業が進むことによって、農林水産業やそれに関連する多

くの産業が発展し、三重県全体の観光政策に貢献するものだと私は確信をし

ています。 

 知事に、特に南部地域にかける観光政策の思いについてお伺いをいたしま

す。 

○知事（一見勝之） 観光についてお答えする前に、先ほど、高齢者の御指摘

をいただきました。これから施策展開、高齢者というものもちゃんと念頭に
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置いて展開していきますので。 

 加えて、先日、津で高齢者の方から、私ら免許を返納したんやけど、近く

にあったスーパーがもうなくなってしもうて、高校のときもちょっとお世話

になったスーパーなんですけど、私ら買物難民になってしもうたんや。どう

したらええのか、また教えてんかという話を言われました。そういう方々が

県内あらゆるところにおられると思います。それらの対応もしっかりしてい

きたいと思います。 

 それで、観光でございますけれども、先ほど議員から御指摘をいただいた

観光名所のほかに、御地元の玉城町でも、田丸城跡とか、あるいは玄甲舎、

これ、ガーデンツーリズムの対象になっていますけれども、それから熊野古

道伊勢路出立の地など、見ていただくべきものはようけあると思います。 

 拠点滞在型観光、あるいは周遊型観光がなぜいいかって、あえて申し上げ

るまでもないですが、やっぱり経済的には、多くの方に観光消費を三重県で

していただくためには日帰りではなくて、１泊ではなくて長く泊まっていた

だくというのが大事であります。 

 そういう意味では、実は三重県南部地域に観光客、多く来ていただいてい

ます。観光入込客数は令和６年で、南部地域が実は44％であります。これは

三重県にとって非常に大きなメリットがあって、まず、南まで足を運んでい

ただく。そこから戻られるんですけれども、戻るときに、あるいは来られる

途中でもいいんですけれども、議員御指摘の例えば伊賀であるとか、あるい

は北勢地域の観光地にも行ってもらうということができるのも、南に観光地

がたくさんあるからだと私は思っています。そのメリットを生かす必要があ

ると思います。 

 ただ、なかなか難しいところもあって、例えば宿でございますとか、それ

から高齢者のときにも議論が出ましたが、交通、ここをもっと充実させてい

かないかんというふうに思います。私、知事になりましてから、観光インフ

ラという言葉を言い始めていますけれども、宿もその一つです。それから、

二次交通というのも大事です。これがないと、なかなか観光客が来て、レン
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タカーで回られる人はいいんですけど、そういう方ばかりではないので、そ

こをしっかりとやっていく必要があると。 

 それと、大事なのはやっぱり発信ですね。三重県はやっぱり発信力が弱い

というのは痛感しております。海外も含めて、国内も含めて、発信力に意を

用いてきたつもりですけど、まだまだやらなあかんと思います。 

 これから、議員のおっしゃったように、三重県の南部を含めて、観光発信

をしていく好機が訪れてきます。2033年には、御指摘のような式年遷宮もあ

りますし、それから来年は伊勢志摩国立公園の指定80周年もございます。さ

らには、式年遷宮の次の年、2034年には熊野古道の世界遺産登録30周年とい

うのがあるわけです。そういった契機、好機を適切に捉えて、南部の観光を

発信し、南部だけではなくて、南部に来られる方々に、伊賀ですとか、北勢、

中勢、南部というのは東紀州も入っていますけれども、東紀州、伊勢志摩に

来られた方にほかのところにも回っていただく。そのときは拠点が大事であ

りまして、どこのホテルに泊まっていただくかというのはあるんですけど、

泊まっていただいて充実感を感じられるホテル、先ほど部長が答弁申し上げ

ましたけど、そういったホテルも造っていくことは非常に重要で、今まで補

助制度もつくっておりますし、やがてその結果は出てくるんじゃないかと期

待をしているところでございます。 

   〔14番 中瀬信之議員登壇〕 

○14番（中瀬信之） ぜひとも南の地から三重県観光を北部、中部へ発信でき

るような施策をお願いしたいなというふうに思っています。 

 発信力は大事というふうに言われていました。新しい部長におかれまして

も、発信していくことはやはり重要やというふうに思います。私らも旅行に

行くときは、やはりパソコンをのぞいたり、いろんなことをしながら旅行に

行くものですから、いろんな発信の優れたところにはついつい行ってしまう

ということがあります。そういう意味では、三重県は大きな観光のポテン

シャルがあるというふうに思いますので、それをいかに発信していくかがこ

れから重要なことであると思っています。 
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 先ほど、知事は滞在型観光、周遊型観光と言われましたが、何はともあれ、

数日、長く滞在をするということが最も重要な三重県の観光政策の柱になる

というふうに思いますので、ぜひとも進めていっていただきたい、そんな思

いであります。 

 観光政策については以上で終わります。 

 続きまして、３点目の質問になります。 

 これは防災対策の避難所運営について、その中でも、特に津波避難タワー

の利活用についてお伺いをしたいと、そのように思っております。 

 今年８月に内閣府が、南海トラフ地震臨時情報のうち、最も警戒レベルの

高い巨大地震警戒の発令時には、津波避難に備え、自治体が１週間の事前避

難を求める住民が全国で約52万人、三重県においては約６万6600人と発表さ

れました。多くの方が避難を余儀なくされる状況があるということでありま

す。 

 大地震が発生すれば、三重県の南部地域では、津波が数分で到達する地域

がたくさんあります。津波避難タワーの持つ意義は非常に大きい、そんなふ

うに考えています。 

 知事の選挙政策集の中でも一番に上げているのが、全ての県民の命を守る

三重、そして近い将来の発生が危惧される南海トラフ地震へ備えるため、国

での危機管理の経験を生かし、発生が予想される四つの被害、家屋の倒壊、

津波、火災、孤立地域への対策を進めてきましたというふうに言われていま

す。引き続き対策を加速されていくというふうに述べられております。 

 私が思うに、知事の防災意識の高さがうかがわれたのは、今まで県本部に

大きな大規模災害を想定した常設の危機管理センターがなかったということ

で、既存のスペースではありますが、いち早く常設の危機管理センター、オ

ペレーションルーム、シチュエーションルームの設置を行われたことは、大

きな前進であったかなというふうに私は思っています。 

 ９月18日に竣工式が行われた紀宝町鵜殿に建設された津波避難タワー、こ

こは津波到達が５分だというふうに言われております。そこや志摩市国府地
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区の避難タワー、浜島地区の避難タワー、伊勢市村山地区の避難タワー、南

伊勢町五ヶ所地内の避難タワー、大紀町錦地区の県が関係している津波避難

タワーを見てきました。現場を見ることで、各地に建つ津波避難タワーはど

れもが同一というわけではなくって、いろいろ地域によってその津波避難タ

ワーの形状が違う、そのように感じました。それはその地域の自治体が独自

に設計しているということを言われておったというのも現実にあるというふ

うに思います。 

 知事は、令和７年度以降も予定をされている残された津波避難タワーの建

設に取り組むと言われております。 

 先般、舟橋議員からいただいた情報でありますが、千葉県匝瑳市で2015年

に完成した津波避難タワーが、耐用年数が31年もある中で、完成後10年でさ

びによる腐食の進行で使用ができなくなったという報道がされておりました。

命を守る避難タワーがいざというときに使えなければ、被害はより大きくな

るということが想定されます。 

 避難タワーの建設に向けて、県は各市町とどのように向き合いながら建設

を進めていくのか。津波避難タワーを造ることに専念するのはよいことです

が、その後の使用方法や既存の津波避難タワーの維持管理や時代に合った改

修を進めることは重要なことであると考えています。 

 私たちは、今までの地震や津波で多くの気づきを得てきました。今できる

理想の津波避難タワーの建設を進めなければならないと考えています。部長

の考えをお伺いいたします。 

   〔田中誠徳防災対策部長登壇〕 

○防災対策部長（田中誠徳） 津波避難タワーの建設について御質問いただき

ましたので、御答弁させていただきます。 

 津波避難タワーでございますけれども、地域住民等が緊急的、一時的に避

難することができる施設とされています。 

 国が示す津波避難施設の設計に関するガイドラインでは、想定する津波に

対して十分な高さや避難路が確保されていることなど、避難するための施設
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であること、想定する津波の波力による作用に対しても安全であること、津

波発生時に直ちに使用ができるようにすることが示されております。 

 また、備えるものが望ましいものとして、非常用電源や衛星電話、戸別受

信機等の非常用通信設備、非常食、飲料水、簡易トイレなどが挙げられてい

ますが、どのようなものを備えるかについては設置者の判断に委ねられてお

ります。 

 しかし、地震の規模によっては、津波の終息までに数十時間を要し、津波

避難タワーへ避難した際に一定時間孤立するおそれや発生した時期によりま

しては、厳しい暑さ、寒さの中での滞在を余儀なくされる場合など、様々な

状況が想定されます。 

 こうしたことから、県といたしましては、津波避難タワーに避難された方

にとって良好な滞在環境を確保しておく必要があると考えております。 

 このため、県内市町に対しまして、トイレや個室といった機能や各種防災

資機材を備えたタワーの優良事例を紹介するなど、タワーを建設する際には、

避難が長期化する可能性も踏まえた対策がなされるよう促してまいります。 

 なお、令和７年度に創設いたしましたいのちを守る防災・減災総合補助金

では、既存の津波避難タワーの修繕や改修も支援対象としております。例え

ば、タワー内にトイレのブースを設置することなど、避難者の滞在環境の確

保に必要な取組に対して支援を行ってまいります。 

   〔14番 中瀬信之議員登壇〕 

○14番（中瀬信之） ありがとうございます。 

 避難タワー、新しく建てるものについては、それなりにいろんな設備を、

重点を置いてしていくと。 

 その中で、この前、私も鵜殿の避難タワーを実際に見てきまして、数年前

に建ったものと比べると、やはり非常にすごいなという思いがありました。 

 まず、上がるときに階段だけじゃなくてスロープがついている。何でつい

ているんですかって確認したら、やはり高齢者の要望とか、地域の要望が非

常に多かったということがあります。なかなか避難タワーにスロープがつい
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ているというのは、本当にあまり見ないような状況だというふうに思ってい

ます。 

 それから、津波が到達をしない上層部には、雨風をしのげるスペースが

きっちりあって、もちろん最近、トイレ問題ということが避難所には随分言

われているということもあって、そこには、男女を分けた多目的トイレとい

うんですか、女性用とか、あとは個室までついている、そういう状況が造ら

れている。 

 これ、県も入って造られたんかなというふうな思いもあって、ちょっと聞

いてみたら、独自でいろいろ計画をされておるというようなことです。防災

意識が非常に強い担当者であれば、いろんなことを聞きながら、全国各地の

避難タワーとか、そういうことを見ながら建設を進めていけると思うんです

が、全ての市町がそうやというふうにはなかなか思えないところがありまし

て、実際、私が見てきた志摩や伊勢やそういうところを見ると、避難タワー

に上がれないところがあるんですよね、上がれなければ何の意味もないです

から、鍵がかかっているとか、そういうことをこれからどう解決していくの

かなというのは大きなことだと思いますが、先ほど舟橋議員からいただいた

情報でも、さびで施設ができない。私も見てくると、例えば、備蓄品の棚が

さびてもう閉まらないとか、ねじがさびておるとか、それはステンレスを

使っていないのかどうかって分かりませんが、そういうことも多く発生して

いるのが現状です。 

 そういうことから見ると、いざというとき、５分、10分で来る津波に備え

て、鍵がないとか、階段一つ登ったらさびておって崩れ落ちたわとか、そん

な状況では全然駄目やというふうに思っておりますので、県は、本当に一生

懸命になって造ることはもちろん重要ですが、造った後の管理ということも、

市町にお任せじゃなくて、一緒にいろんな情報を共有しながら見ていくとい

う方法も私は必要ではないかなという気が非常にしています。 

 最近、トイレ問題が本当によく言われていますよね。ただ、トイレがつい

ておったらいいだけじゃなくて、それはより快適じゃないと駄目だ。あると
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ころを見てみますと、トイレの枠だけが部屋にぽんと置いてあるんですよね。

いざというときやったら、これはやむを得んわなというふうに思いますが、

やはりそれだけでは、人権というと変ですが、その人の持っておるプライバ

シーの問題やったり、尊厳やったり、そういうものがきっちり守れるかどう

かなというと、いささか首をひねるようなところもあります。 

 これから知事は残された避難タワーの設置に向けて進んでいくということ

を言われております。この頂いた資料を見ても、まだ数か所残っておるとこ

ろがあるというふうに思いますが、これ、知事には何も聞く予定はなかった

んですが、知事、避難タワーについて何か思いとか、そういうものがあれば、

少しお聞きしたいなと思います。 

○知事（一見勝之） まず、津波避難タワーを造らないかんということで、政

策集にも書かせていただきましたが、残り18あった避難タワー、去年三つで

きて、今年五つ、その五つの中には、議員御指摘のように、紀宝町の避難タ

ワーも入っておるわけでございまして、やっぱりできていくというのは大事

ですね。もう計画も、残された10のうちの九つは計画できていますので、あ

と一つ計画つくれば、形ができていくということであります。 

 これ、大事なんですけど、実は、どことはなかなか言いにくいんですけど、

私も避難タワーを見させていただいて、かなり古いのもありますし、それか

らトイレが十分かというのも確かにあると思います。例えば、トイレも水洗

を前提としておりますと、震災で水道管が破砕したときとか、あるいは電気

が動かんようになるときには対応できないので、雨水をどう使うかというこ

とも考えていかなあかんと思います。加えて、津波避難タワーの最上階に逃

げたら大丈夫とは思うんですけど、急病人が出たときなんかはそうなんです

が、自衛隊のヘリコプターとか海上保安庁のヘリコプターを使ってつり上げ

救助をせないかんときも出てくると思うんですけど、実は屋根があるのが多

いんですよね。屋根があると、つり上げ救助をやりにくいので、屋上へ出る

非常階段みたいなものをどう設定するのかというのもあると思います。 

 議員御指摘のように、市町の情報、あるいはノウハウだけではなかなか十
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分なものができやんという可能性もあると思うので、私ども、これから防災

対策部にノウハウを蓄積して、必要に応じて市町の皆さんに情報提供させて

いただきたいなと考えているところでございます。 

   〔14番 中瀬信之議員登壇〕 

○14番（中瀬信之） 今、知事が言われたように、各市町と情報共有をしなが

ら、よりいいものを造っていく必要があるというふうに思います。 

 これから建設をされる津波避難タワーについては、最低限、鵜殿の設備と

か、そういうものがあるといいのかなというふうに思っておりますが、部長、

いかがですか。その辺はもう出来上がっておるんでしょうかね。 

○防災対策部長（田中誠徳） ある程度設計が進んでいるところもあると思い

ますけれども、まだ未着手のところにつきましては、先ほど申し上げたとお

り、しっかり情報提供をして、よりよいものができるように市町と一緒に

なって考えていきたいと思います。 

   〔14番 中瀬信之議員登壇〕 

○14番（中瀬信之） やはり市町にお任せじゃなくて、あくまでも県が主導と

いうことじゃないと思うんです。情報量は、やはり県のほうがたくさん持っ

ているというふうに僕は思っておりますので、そういう情報をいかに渡して

あげるかということが重要やというふうに思いますので、人の命を守るため

に最高の避難タワーができるように、よろしくお願いしたいなと、そのよう

に思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。 

 それでは、最後の質問となります。 

 県産木材の利用促進についてということで、質問させていただきます。公

共事業における県産木材利用の進捗状況と今後の計画について、これをお伺

いするというものであります。 

 三重の木づかい条例ができて、今年で４年目を迎えます。今回、県産木材

の利用促進について伺うことは、令和３年当時の県土整備部への質問に対し

ての答弁に意気込みを私は感じたからでありますし、言われた５年計画とい

う、今年は４年目を迎えるということもありまして、質問させていただき
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ます。 

 令和３年の一般質問での質問の内容を少しこの場で読み上げさせていただ

きたいというふうに思います。公共事業における県産木材の利用拡大に向け

て県土整備部としてどのように取り組んでいくのかと伺ったということであ

ります。そのときの答弁を今から読ませていただきます。 

 県土整備部は、頻発化、激甚化する災害に対応するためには、生態系が持

つ機能を活用した防災・減災対策、いわゆるグリーンインフラに取り組むこ

とが必要である。中でも、洪水や土砂災害を防ぐためには、高齢化し、荒廃

が進む森林が持つ機能を取り戻していくことが必要ですと言われています。

そのとおりですね。森林が荒れては全ての災害につながる、そのように思っ

ております。 

 このため、安全・安心な県土づくりを担う県土整備部としても、今後は公

共土木工事において県産木材を積極的に利用することで、健全な森林の育成

に貢献していかなければならないと考えている。 

 一方、他県では、和歌山県をはじめ、既に多くの県で公共土木工事におけ

る県産木材の利用が進められております。 

 三重県は、この分野で遅れを取っているというのが現状であります。今年

４月に施行された三重の木づかい条例を起爆剤として、今後は積極的かつ計

画的な利用を推進していきます。 

 具体的には、より実効性のある取組とするために、今後５年間における利

用計画を策定し、県産木材の使用を原則とする土木工事の種類を定め、工事

発注の条件とする予定です。 

 その際、県産木材を利用することによるコストの反映や現場で利用しやす

くするようにマニュアル整備等について事前にしっかりと準備をしていくと。

また、５年で終わることなく、継続的にさらなる進化を遂げていくことが重

要ですというふうに答弁をされています。 

 策定する計画には、この５年間の取組をしっかりと検証し、その上で、次

期計画を策定することを明確に位置づけたいと考えています。 
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 いずれにしても、県土整備部としては、この５年間で他県に追いつき、追

い越す意気込みで、そして、次の５年間ではトップランナーになることを目

指して、県産木材の利用を進めていくと発言をされています。 

 令和７年度は、部長が答弁をされてから４年目となり、最終年度となる令

和８年度末の計画達成の見通しと、次の５年間で全国のトップランナーにな

ると言われていましたので、トップランナーになるための具体策があれば、

併せて御説明をお願いいたします。 

   〔藤井和久県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（藤井和久） お尋ねのありました公共事業における県産木材

利用についてお答え申し上げます。 

 議員からも御説明いただきましたとおり、県産木材を利用することは、森

林の有する多面的機能が持続的に発揮され、防災・減災につながるものであ

ると認識しているところでございます。また、公共土木施設において県産木

材を利用することは、グリーン社会の実現や良好な景観の形成に寄与するも

のと考えているところでございます。 

 令和３年４月に施行されました三重の木づかい条例では、県が整備する公

共土木施設において、県産木材の利用が努力義務として規定されました。 

 そのため、県土整備部では、令和３年度に公共土木施設の県産木材利用５

か年計画を策定し、県産木材を重点的に利用する土木工事の工種を定め、県

産木材の利用推進に取り組んでいるところでございます。 

 現計画の取組の成果でございますけれども、令和３年度から、より一層の

県産木材の利用を図るため、順次、適用工種を追加しまして、木製ガード

レール工など、現時点におきまして全24工種で県産木材を重点的に利用する

こととしております。あわせて、計画の推進に向けた推進体制の構築や、工

種別の利用基準、適用範囲などを記載したマニュアルの整備も行い、県産木

材の利用促進を図ってきました。 

 具体的な施工事例といたしましては、観光地周辺の国道311号や主要地方

道熊野矢ノ川線において、木製ガードレールを設置しており、工事現場にお



－1141－ 

いても木製工事看板や仮設防護柵などを積極的に活用しています。 

 こうした取組の結果、県産木材の利用量は、年度ごとの工事量に左右され

るところはございますけれども、県産木材の利用率につきましては、令和６

年度において、これ、実績でございますけれども、全工種平均で62％であり、

令和３年度の32％より大きく増加しているところでございます。 

 現計画は今年度が最終年度となることから、これまでの取組で分かってき

た課題の検証を踏まえて、次期計画では、県産木材のより一層の推進を目指

し、トップランナーを引き続き目指してまいりたいと考えておりますけれど

も、県産木材のさらなる活用に取り組むことはもとより、やはりいろいろ検

証した結果、ＰＲがまだ足りていないということも分かってきましたので、

観光地などへの重点利用によるＰＲであったり、市町、企業への周知などに

より県産木材の普及に向けた取組を行い、内外にしっかりと発信していきた

いと考えております。 

   〔14番 中瀬信之議員登壇〕 

○14番（中瀬信之） 公共土木工事は、一般の人にはなかなか目につかないで

すよね。今、言われたように、32％が62％、倍になったという報告をいただ

きました。 

 私は伊勢路が好きで、よく熊野方面とか、そちらのほうに行きます。そこ

から和歌山とか、奈良のほうに向かうと、目立ってガードレールの木質化が

ありますよね。ああ、ここから和歌山やなとか、そんな思いでいるんですが、

今、伺ったところによると、ガードレールの腐食も考えてやっているよとい

うこともありますが、なかなか私たちの目に届くということにはならないと

いうふうに思います。 

 先ほど、部長が観光政策ということも言われましたよね。観光地の中の

ガードレールとか、鉄製のものが木製に替わる土木工事ということは、観光

に来た方々にとっても非常に、この辺、やっておることが随分違うなとか、

そんな思いで見ていただくことがあるというふうに思っておりますので、ぜ

ひとも進めていただきたいなというふうに思います。 
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 今の状況を見ていますと、和歌山県が非常に進んでおったということもあ

りますが、先ほどの国民スポーツ大会じゃないですが、数字を求めて前の人

に追いつき追い越さんというのは、なかなかこういう事業では見えやんとい

うふうに思いますが、和歌山に追いついてきたというイメージがあるのか、

部長にお聞きしたいなと思います。 

○県土整備部長（藤井和久） お尋ねどうもありがとうございます。 

 先ほど御説明させていただきましたとおり、これ、年度ごとにどうしても

工事量に左右されるところではございますけれども、令和３年度は32％、昨

年度は62％と。今年度も計画を立てておりますけれども、今年度も現時点に

おきまして、木材利用率は75％、昨年度と比べまして、大体13％程度増やし

ていきたいと、計画を立てているところでございます。 

 また、議員から御説明いただきましたとおり、やっぱり観光誘致にとりま

しても、良好な景観形成というのは非常に重要であると認識しておりますの

で、この木製ガードレール、こちらももう令和４年度からマニュアル等の整

備も行い、いろいろ積極的な利活用を図っているところでございますけれど

も、今後もより一層の利用促進に向けて取り組んでいきたいと考えていると

ころでございます。 

   〔14番 中瀬信之議員登壇〕 

○14番（中瀬信之） 私たち議員は、先進地視察ということで、よくいろんな

県に伺うんですよね。ここが非常に進んでいるから、ここの県、こういうこ

とを見たいなと言うて行きます。三重県の公共土木に関するところがその域

に今、達しているかどうか分かりませんが、数字では出やんと思いますが、

全国的にこの県の土木が進んだという認識がされれば、三重県以外の県から

は、三重県に視察がこれからどんどん来るんと違うかなと、そういうふうに

思っています。ましてや全国トップクラスになれば、全国からたくさんの視

察団が来る。そういうことになれば、少なからず観光面でも貢献できるんと

違うかなというふうに思っておりますので、ぜひとも一番を目指すことを積

極的に行っていただきたいなというふうに思っています。 
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 公共土木というと、木材の中ではごくごく一部の消費量やというふうに

思っておりますが、一つのそういう部門が全面的に全国に響くようなことを

すれば、県内の木材利用というものも、また、山の事業というものも活性化

をされて、より一層森林がいい状況というんですか、そういうことに進んで

いくことを私は願っています。ぜひともその一役を担っていただきたいとい

う思いがありますので、ぜひともよろしくお願いしたいということで、本日

の項目はこれで４点終わりました。これで終結いたします。本日はどうもあ

りがとうございました。（拍手） 

 

休          憩 

○議長（服部富男） 暫時休憩いたします。 

午前11時０分休憩 

                                    

午前11時10分開議 

 

開          議 

○議長（服部富男） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○議長（服部富男） 県政に対する質問を継続いたします。33番 村林 聡議

員。 

   〔33番 村林 聡議員登壇・拍手〕 

○33番（村林 聡） 改めましてこんにちは。度会郡選挙区選出、自由民主党

会派、村林聡です。 

 本年度は、環境生活農林水産常任委員会と豊かで美しい三重の海づくり調

査特別委員会に所属させていただいておりますので、豊かな海実現のための

議論などはそちらの場でさせていただくとして、本日はそれら以外の課題に

ついて質問いたします。 
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 それでは、よろしくお願いいたします。 

 まず、大きな１番として、防災庁地方拠点の県内誘致についてという題名

を置きました。 

 先日、９月24日に14人の町長から連名で、知事に対して、防災庁地方拠点

を県内に誘致するのであれば、多気町にある民間施設、ＶＩＳＯＮが最適地

であるという要望がなされたと聞いております。何でも、県が７月頃に行っ

た意向調査では、およそ半数の市や町が自らの市や町への誘致を望んでいた

ということであります。そうした自らの利害得失を超えて14もの町の意見が

一致し、こうした要望に至ったということは、誠に重みのあることであると

考えます。 

 そこで、お伺いします。知事は、県として、今後、防災庁地方拠点の県内

誘致を進めるに当たり、この重みをしっかりと踏まえて取り組んでいってい

ただけるということでよろしいでしょうか。御答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 防災庁に関しましては、先頃選出をされました自民党の

新総裁、高市総裁も、防災の必要性をお答えになられておられました。内閣

が替わったとしても、防災の必要性、そして防災庁の必要性については継続

をされるものというふうに認識をしております。 

 それで、三重県からは６月20日に事務的に内閣府へ要望書を出しました。

これ、ほかの県と比べてもそんなに遅くない時期、割と早めの時期であった

かというふうに考えています。ただ、大臣にはなかなかお会いできなかった

んです。担当は赤澤大臣で、私の国土交通省時代の２年先輩で、非常に仲よ

くさせていただいておりますけど、米国の関税の話があって、なかなかお時

間が取れなかったということでしたが、９月16日にお会いしまして、直接、

三重県への誘致を要望させていただきました。 

 その後の９月24日に、議員御指摘のように、14の町がまとまってＶＩＳＯＮ

に誘致をしたいという御要望を承りました。赤澤大臣にも申し上げたんです
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けど、三重県に防災庁の地方拠点をつくっていただく意義というのは、やは

り地震の被害を受けたときに、最前線に近いところに地方拠点があったほう

がいいんじゃないかということです。事前の準備もそうですし、それから実

際に被害を受けたときに自分の目で見て自分の耳で聞いたこと、それを全体

のヘッドクオーターであります霞が関に届けるということが非常に重要であ

り、例えば自衛隊であるとか、あるいは海上保安庁、警察、消防、そういっ

た目を経由して、機関を経由していくよりも、直接的な情報を取れるからと

いうことを申し上げております。 

 現時点においては、各県が要望されておられますけど、地方の拠点、どう

いうふうに設置するのかということは、国からまだ示されておりません。そ

れに対応する形で、我々もこの地点をということを言っていきたいと思って

いますが、そこがまだ示されていないということと、加えて、県内のほかの

基礎自治体から、うちも候補地にしてほしい、したいということをまだ聞い

ていないところでございます。それはやがて出てくるのかなと思ったりもし

てはおりますけど、出てきたときにその理由をお伺いし、国の基準と合って

いるかどうかというのも見ながら提言をしていきたいと思っていますけれど

も、国の基準が出てくるのがあまりにも遅いということであれば、これは必

要に応じて事務方に働きかける、場合によると、大臣にお話をするというこ

とも出てくる可能性はあると考えておるところでございます。 

   〔33番 村林 聡議員登壇〕 

○33番（村林 聡） 御答弁いただきましたが、その経緯については御答弁い

ただいたんでありますけれども、私のお尋ねした、14町が一致した要望であ

るという重みの部分についての答弁が少し足りなかったと思うんですね。県

内の他の候補地がまだ出そろっていないということはおっしゃっていただき

ましたが、改めてお願いできますでしょうか。 

○知事（一見勝之） 大変失礼いたしました。 

 それぞれの地域が、例えば町で言いますと、町がそれぞれ誘致をしたいと

いうことを聞いておりましたけれども、９月24日の段階で14の町がまとまっ
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てＶＩＳＯＮで、多気町でということをいただいたということは、これ、非

常に大きな話だと思います。私自身も、それから県庁全体もそうですが、そ

れを重く受け止めて対応していきたいというふうに思っております。 

   〔33番 村林 聡議員登壇〕 

○33番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。重く受け止めて対応して

いただくという御答弁をいただきましたので、ぜひともどうかよろしくお願

いいたします。 

 では、次の項目へ移ります。老朽化した海岸堤防の整備・改修の加速とい

う題名を置きました。 

 東日本大震災から15年がたとうとしています。県内の海岸堤防の多くは、

伊勢湾台風を契機に造られたもので、老朽化が進んでいます。 

 東日本大震災が起きて、今すぐは無理でも、これから何年かかけて目の前

の老朽化した海岸堤防もよくなっていくんだろうなという、そんなふうに

思った住民の方が多かっただろうと思うんですけれども、そうした期待に残

念ながら応えられてはいません。 

 県は重点区域を定めて整備を進めているとのことですが、その重点区域で

あっても、年間僅か数百メートルずつしかできていない、進んでいないと聞

いています。このまま何もせずに南海トラフ巨大地震を迎えたりすれば、何

もしなかった責任、行政の不作為を問われかねません。 

 では、どうすればよいのでしょうか。全体の予算枠、トータルとしてのパ

イを増やすことが重要です。県内の限られた予算でやりくりするなどという

のでは無理のある規模です。市や町も含めた県全体の海岸事業予算がこれま

で以上に確保されるよう、国に対してあらゆる機会を通じて働きかけていた

だきたいと考えます。 

 そして、もう１点あります。海岸堤防には、県が持っているもののほかに、

市や町が持っているもの、そして建設関係以外にも、農林水産関係のものも

あります。住民からすると、そうした所管の違いは関係ないわけでして、全

体として計画的に進めていっていただきたいと考えております。 
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 三重県海岸堤防連絡調整会議というものがあると聞いています。各海岸管

理者が進捗や計画をしっかりと共有して、全体として県民の安全・安心を守

れる体制が重要であると考えます。 

 そこでお伺いします。海岸整備予算に関する国への働きかけ、そして各海

岸管理者が連携した海岸整備について御所見をお聞かせください。よろしく

お願いします。 

   〔藤井和久県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（藤井和久） お尋ねのありました老朽化した海岸堤防の整

備・改修の加速についてお答え申し上げます。 

 三重県の海岸線延長は、全国で８位の約1083キロメートルであり、そのう

ち県土整備部で管理する延長は、約309キロメートルとなっています。 

 南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、県では、津波や高潮・侵食に

よる浸水被害から県民の生命と財産を守るため、海岸保全施設の整備を進め

ているところでございます。 

 今、議員の御地元の南伊勢町の相賀浦地区におきましても、今年度は１億

円弱の予算を活用させていただきながら、高潮対策事業を進めているところ

でございます。こちらもしっかりと、私のほうでも責任を持ってフォローを

させていただきたいと考えております。 

 しかしながら、管理延長が非常に長いことから、対策には多大な予算が必

要となり、海岸堤防の地震対策、高潮・侵食対策、津波対策を合わせると、

現時点の試算でございますけれども、約4000億円の事業費が必要となります。 

 また、海岸保全施設の工事は、作業船による施工が多いこと、気象・海象

や漁業への影響などの制限により施工時期が限られることから、事業の実施

にも長い期間を要しているところでございます。 

 海岸事業予算の確保に向けては、やはり総額の確保というのが、議員から

も御指摘いただきましたとおり非常に重要であると考えておりますので、私

も責任を持ってしっかりと国に対してあらゆる機会を通じて予算確保の働き

かけを行うとともに、令和７年６月に閣議決定されました第１次国土強靱化
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実施中期計画の予算も活用しながら、海岸事業を推進し、県民の安全・安心

の確保にしっかり取り組んでまいります。 

 次に、海岸管理者の連携でございますけれども、海岸事業の実施に当たり

ましては、海岸管理者間で、事業箇所や整備目標、事業進捗などについて情

報共有を図りながら連携して対応することが重要であると認識しております。 

 このため、各海岸管理者により構成される、これ、メンバーといたしまし

ては、三重県の農林水産部、地域連携・交通部、県土整備部、あとは四日市

港管理組合で構成されます三重県海岸堤防連絡調整会議の場を活用しながら、

各海岸管理者間での連携をより一層強化し、各海岸管理者間で連携して海岸

事業をしっかりと進めていきたいと考えております。 

 さらに、やはりなかなかハード対策だけでは全て対応するのは難しいこと

から、ソフト対策といたしまして、高潮により浸水被害が想定される区域に

ついて、県が作成した高潮浸水想定区域図に基づいた高潮ハザードマップの

作成、配布を関係市町に促し、住民等の円滑かつ迅速な避難の確保に努めて

まいります。 

 市町の取組に対しましては、必要に応じて、県土整備部といたしましても、

技術的な支援を行ってまいりたいと考えております。 

   〔33番 村林 聡議員登壇〕 

○33番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 やはり予算総額の確保が必要ということで、力強く責任を持って国に働き

かけると言っていただきました。どうかよろしくお願いします。 

 そして、海岸管理者間の連携もより強化していくということでしたので、

ぜひともよろしくお願いいたします。本当に力強く言っていただきましたの

で、心強く思いますので、どうかお願いしますね。 

 一方、津松阪港海岸については国直轄事業であったと聞いております。こ

の事業が令和６年３月に完了しているということですので、新たな国直轄事

業なんかもぜひ国へ要望していっていただいて、県内でできるとありがたい

のではないかと思います。 
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 南海トラフ地震から国土をどう守るのかと、今のままの海岸堤防のままで

よいのかということを国にもぜひ問いかけていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 では、次の項目へ移ります。大きな３番として、被災後も住み続けるには

速やかな復旧が必要という題名を置きました。 

 東日本大震災の後には、高台移転の議論で復旧が遅れたように見えました

し、能登半島地震の後には、人口減少に合わせたダウンサイジングの議論で

復旧に横やりが入ったように見えました。 

 地元、五ヶ所浦の一級建築士、大工は、チリ地震津波だったか、昭和東南

海地震だったかは忘れたんですけど、そのあたりのときに、とにかく大津波

があった翌日には、もう家を建て始めていたとおっしゃっていました。そう

でなきゃ復旧なんかできないとおっしゃっておりました。復旧は遅いと元に

戻らない、復旧にならなくなるということですね。巧遅は拙速にしかずとい

うところですかね。 

 まずは、県土整備部が所管ですけれども、事前復興まちづくり計画を進め

るのが大前提です。県がしっかりと入って、市や町と、各集落の100年先の

姿まで住民と話し合って計画をつくっていってください。それが、以前から

私の主張している地学に基づき、現代の生活様式に合わせた既存集落の再整

備にもつながるものと期待しています。 

 しかし、全ての市や町、全ての集落でこうした事前の復興計画ができる前

に、南海トラフ地震などの大災害はやってくるかもしれません。そのときに

は、事前に計画のないものは速やかに旧に復すとあらかじめ定めておいてほ

しいのです。そうすることで、復旧、復興期に県外からの横やりが入ること

を防ぎ、住民の生活をいち早く元に戻すことができるようになるのではない

でしょうか。 

 では、お伺いします。事前に復興の計画をつくることは重要ですが、その

計画のないものは速やかに旧に復す、元の姿に復旧すると県の計画などにあ

らかじめ明記しておくべきと考えますが、いかがでしょうか。御答弁をお願
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いいたします。 

   〔田中誠徳防災対策部長登壇〕 

○防災対策部長（田中誠徳） 大規模災害の被災後の復旧について御答弁いた

します。 

 被災後、一日でも早く日常生活を取り戻すためには、速やかな復旧・復興

が必要でございます。 

 本年７月なんですけれども、私は、平成５年の北海道南西沖地震で大規模

被害のあった奥尻島というところへ行ってきました。その中で、奥尻町長か

ら、奥尻島から住民が離れていかないようにするためには、具体的な復旧・

復興のビジョンを示し、スピーディーな復旧が何よりも重要であったとの意

見をいただきました。復旧・復興に当たっての迅速な対応の重要性を改めて

認識したところでございます。 

 本県では、震災発生後に、復興方針や復興計画の策定作業を迅速かつ円滑

に進められるよう、策定に必要な事項を整理した三重県復興指針というのを

平成28年３月に策定しております。 

 今後の対応でございますけれども、今年度末に作成する新たな南海トラフ

地震の被害想定や、平成28年４月の熊本地震や令和６年１月の能登半島地震

等の大規模災害における対応状況を踏まえまして、被災県の事例や有識者か

らの知見を得ながら、令和８年度から三重県復興指針の見直しに着手してい

きたいと考えております。その見直しの中で、震災後、地域の実情を踏まえ

た速やかな復旧・復興につながるよう、記載について検討してまいりたいと

思っております。 

   〔33番 村林 聡議員登壇〕 

○33番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 ７月に奥尻島を視察なさって、住民がきちんと生活を元に戻して、残って

いくためには、具体的な素早い復旧が必要だったということを実感して戻っ

ていただいたということでもありました。 

 そして、今後、令和８年度から復興指針の見直しに着手いただくというこ
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とで、その中に、こうした知見であるとか、有識者の御意見、そしてまた、

私が今、提案したことなども踏まえながら、速やかな復旧にどういった記載

をするのかということを検討していただけるということであります。どうも

本当にありがとうございます。ぜひ私が申し上げたような部分を明記する方

向で積極的に御検討いただくように改めて要望いたしまして、この項を閉じ

たいと思います。よろしくお願いします。 

 では、次の項目、大きな４番、ここが大分議論が伯仲しそうなんですけれ

ども、県立高校存在意義の自己否定という題名を置きました。 

 伊勢志摩地域高等学校活性化推進協議会で、県教育委員会が提案した内容

は甚だ遺憾です。特にこの場では具体的に、南伊勢高校度会校舎の募集停止

を提案したことについて問題とします。 

 これまで、小規模な高校をいかに残していくのかという議論を重ねてきま

した。そして、このことは私が勝手に言っているのではなく、県立高等学校

活性化計画にも明記されていることでしょう。少なくとも本冊中の「統合と

いう結論ありきで協議するのではなく、地域の実情に応じ丁寧に進めること

とし」という部分に明確に反します。 

 度会町は、この活性化計画に沿って、県立高校に対して町単予算を投入し

ています。その度会町に対して十分な説明がなく、納得も得られないままに

募集停止案を公表したのでありますから、県教育委員会は自ら定めた計画に

反しているということです。ちなみに度会町は激怒しています。 

 次に、県教育委員会は、統廃合というと、決まって都市部へ向かって集約

するのはなぜですか。伊勢市など都市部には私立高校があります。なぜ公立

まで都市部に集める必要があるのですか。 

 公の役割とは、民間の経営が成り立たない部分を補ってこそと考えます。

つまり、私立の経営が成り立たないような条件不利地域の教育を担ってこそ

の公でありましょう。このような都市部へ向かってのみ集約をするというや

り方は、高校教育を公が担う必要性を自ら否定しているも同然です。 

 以上について御答弁をお願いします。 
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   〔福永和伸教育長登壇〕 

○教育長（福永和伸） それでは、答弁させていただきます。 

 まず、最初にちょっと衝撃的な数字を申し上げます。県全体の中学校卒業

者数です。今年３月の数字を100と置きますと、15年前はこの数字は118でし

た。118だったのが15年かけてどんどん減っていって、今は100です。これが

15年後、どこまで落ち込むかといいますと、58です。すなわちこれまでの15

年と比べまして、これからの15年は２倍以上のスピードで生徒数の減少が進

み、現在の６割弱まで落ち込むことが確実視されています。これは確実に

やってくる未来です。 

 伊勢志摩地域においては、生徒数の減少率が県平均より大きくて、15年先

の生徒数は現在の５割以下となりまして、地域内に９校ある全日制高校の１

学年の総学級数は、現在の29学級から、15年後は多くて14学級、少ないと11

学級まで減少するということが見込まれています。 

 既に高等学校は小規模化しているんですけれども、これ以上小規模化する

と、小・中学校にはない問題が出てきます。例えば、進学校がその機能をな

くしてしまうとか、農業、商業、工業といった学びの選択肢が縮小してしま

うと、こういう状況に陥るおそれがありまして、今後、高校教育の質をどの

ように確保していくのかということが大きな問題になっています。 

 こうした中、伊勢志摩地域では、定期的に活性化協議会を開催しまして、

県立高校の学びと配置の在り方について協議を進めています。ここに参加し

ているのは、学識経験者、地域の産業界の方、地元小・中学校の校長や保護

者、地元市町の教育長などに参画いただいています。 

 協議会では、子どもたちに豊かな学びを提供することを第一の価値観に据

えまして、子どもファーストの視点から検討を行っています。 

 今年度の検討の中身ですけれども、まず、合意されていることが二つ大き

くあります。 

 一つは、地域内に必ず進学ニーズに応える高校を残そうということです。

そのためには、１学年６学級を下回らない規模が求められるんですけれども、
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それも含めて合意されています。 

 それから、もう一つは、工業、商業、農業、家庭、福祉、水産という学び

が、今、伊勢志摩地域にあるんですけれども、その選択肢をできるだけ維持

しようということです。特に水産は県内唯一の学科ですので、必ず残そうと

いうことで合意しています。 

 確かに協議会の委員からは、小規模校には小規模校のよさがあるというこ

とで、存続を願う意見もあるんですけれども、先ほど申し上げた二つの考え

方と、この小規模校の存続を両立させることは、もはや非常に困難と判断せ

ざるを得ない状況でございます。 

 今後の学級数減によりまして、15年先の伊勢志摩地域の高等学校数は、３

校程度にならざるを得ないというふうに考えています。そこから逆算しまし

て、令和10年度に想定される大幅な学級減への対応について検討を進めた結

果、今回、断腸の思いで、志摩高校と南伊勢高校度会校舎を募集停止とする

という案の提示に至りました。 

 高等学校は、生徒の通学区域が市町の枠を超えて広がる広域対応の学校で

すので、その在り方を検討するに際しては、伊勢志摩地域という全体を見据

えて、教育の質の向上を図っていくという視点が大切になります。 

 今後とも、活性化協議会の議論を尊重しまして、子どもたちに最善の教育

環境を実現するという観点から、伊勢志摩地域全体の教育の質を高めていけ

るよう取り組んでまいります。 

 なお、自ら定めた活性化計画に反しているとの御指摘については、令和４

年３月に策定しました現行の県立高等学校活性化計画では、15年先までの中

学校卒業者数の減少の状況を踏まえると、現行の高等学校の配置を継続して

いくのは難しい状況にあるとしまして、「１学年３学級以下の高等学校は統

合についての協議も行う」と明記していますので、整合性に問題はないもの

と考えています。 

 それから、どうして伊勢市内にばかり統合していくのかということもお尋

ねになりました。これは明確に二つ理由がございます。 
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 それは、学校の再編に伴い、生徒の通学範囲がより広域化してまいります

ので、今後残していく学校は、その地域全体から通いやすい場所に設置する

ことが望ましいということです。これが基本的な考え方です。 

 それから、もう一つ重要なことがあります。高等学校は小・中学校と違っ

て、競争原理にさらされているということです。つまり、生徒は行きたい高

校を自由に選ぶことができます。これ、通いにくいところに高校を設置しま

すと、確実にそこを希望する生徒は減ります。すると、何が起こるかといい

ますと、伊勢志摩地域内の公立離れ、もっと言いますと、近鉄沿線の方々は、

松阪地域や津地域に転出していくということが考えられます。すると、先ほ

ど、15年先の伊勢志摩地域の学級数は11学級から14学級と申し上げましたけ

れども、それよりもさらに減ってしまうおそれがございます。こういったお

それがあって、伊勢志摩地域全体の地盤沈下を招いてしまう可能性もありま

すので、そのようなリスキーな選択は避けたいということでございます。 

   〔33番 村林 聡議員登壇〕 

○33番（村林 聡） 御答弁をいただきました。 

 教育長が今おっしゃった答弁というのは、非常に従来型の価値観、東京の

論理ですね。結局、効率やお金がどれぐらい効率的に使われるかというよう

な論理でしかなくて、結局その東京の論理に田舎も付き合いをする中で、こ

れまでの田舎が荒廃していったというものをさらに延長させているんだとい

うように捉えざるを得ない答弁でした。 

 例えば、小規模化すると、進学ニーズに応えられなくて、６学級ないと進

学校として足り得ないなんていうのは、何かそういう科学的な根拠があるん

ですか。仮にですよ、このまま少子化が進行して、伊勢志摩地域に６学級規

模の進学校を置けなかったら、もう伊勢志摩地域は終わりなんですか。私は

違うと思いますよ。小さくても有力な進学校というのは置けると思いますよ。

もう三重県中の人口が減っていって、子どもが少なくなって、６学級なけれ

ば進学校じゃなくなるんですか。 

 そこを、じゃ、一旦答弁お願いします。 
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○教育長（福永和伸） 要は学級数の規模で定数が決まってきます。６学級を

切ってしまうと、例えば英語、数学、国語の科目に教員を複数配置できなく

なります。すると、習熟度授業ができないとか、大きな問題が出てきます。 

 あと、例えば理科の教員に２人しか配置できなくて、進学校なら、物理、

化学、生物という専門家がいるべきなのに、どれかの科目を専門以外の教員

が教えなければならないというようなことになります。こういったことが積

み重なって５学級以下になってくると、なかなか進学校としての質を維持す

ることが難しいということでございます。 

   〔33番 村林 聡議員登壇〕 

○33番（村林 聡） 私とは非常に大きな見解の相違です。私は津西高校でし

たけれども、複数の教員がいましたが、生徒側が選択できるわけではありま

せん。例えば、数学の教員が２人いて、評判のいいほうと悪いほうがいて、

私は受け持ってもろうておったのが悪いほうだったんだけれども。評判のい

いほうの授業を受けたいと思っても受けられない。複数いることの意味って

そんなにあるとは思いません。 

 また、選択科目の話をおっしゃいました。私はちょっと変わり者なので、

倫理、政治・経済と地学を取りました。こちらも確かに津西高校は当時11学

級ありましたので、だからということはあるでしょう。ただし、生でその授

業を受ける必要がありますかね。私、地学と倫理、政治・経済がオンライン

授業だったら駄目だとは全く思わないですよ。そういうことを考えると非常

に見解が違うんですね。 

 これまで、教育委員会は、前の活性化計画だっておっしゃるかもしれない

けれども、小規模だからこそできることがあって、小規模でも子どものため

になる教育を模索して積み上げてきたはずです。なので、先ほど子ども

ファーストとおっしゃったけれども、規模があるから子どもファーストだと

いう論理でおっしゃいましたが、これまで、小規模だから子どものためにな

らないなんていう議論をしてきましたかね。 

 じゃ、ここで、公式見解で出せますか。小規模校は子どもファーストじゃ
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ないということでいいですか。小規模校は子どものためにならないんでしょ

うか、お願いします。 

○教育長（福永和伸） 小規模校を否定するつもりはございません。今後も地

域によってはどうしても募集定数が二、三学級程度に縮小してしまう見込み

のところもありますので、小規模校の活性化は引き続き県教育委員会として

の大きな課題と認識しています。 

 ただ、小規模校の限界というか、存続させるにも限度があって、あまりに

小規模になってしまうと、例えば、開講できる選択科目が限られて、生徒の

多様な進路選択に応じ切れないですとか、社会人目前の学校なのに、多様な

価値観の人とふれあう機会が少ないとか、部活動の選択肢がないとか、体育

の集団競技や音楽の合唱ができないだの、学びの制約があるとか、人間関係

が固定化してしまう、いじめなどがあってもクラス替えもできないといった

デメリットがあります。 

 それと、もう一つ申し上げておきたいのは、今回、この再編活性化に関し

て、中学生や保護者に対するアンケートを取っています。この結果によりま

すと、中学生が高校を選ぶとき、学習面で重視する上位３項目は、進学や就

職など、多様な進路に応じた学習の選択ができること、これが45.1％で一番

多く、次に、就職につながる専門的な知識や技能、資格が習得できること、

これが29.3％。それから大学進学につながる学力向上を目指した学習ができ

ることが25.6％でございます。こういった生徒の要望に応えていけるという

ことも重要だと思います。 

 さらに、同アンケートで、高校を選ぶときに、学校生活全般で重視するこ

との上位３項目は、一番多いのが文化祭や体育祭などの学校行事で66.5％、

確かな学力を身につける授業が65.5％、多くの友達や先生と出会えるが

55.9％、これが上位３項目でございます。 

   〔33番 村林 聡議員登壇〕 

○33番（村林 聡） 答弁いただきましたが、結局、小規模校の活性化には取

り組むし、子どもファーストではないということはないと。小規模校の存在
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を否定しないとおっしゃいました。 

 多様な学びは、先ほど言ったようにオンライン授業でも可能じゃないです

か。保護者アンケートで様々なことをおっしゃいましたけれども、それも、

過去、私が教育警察常任委員会に所属する中でさんざん議論した内容じゃな

いですか。それを改めておっしゃったんですけれども、これまであらゆる機

会を通して議論をしてきた内容で、多様な選択科目についてはオンライン授

業で、また、今後は人工知能が発達しますから、５年も10年もたったら、一

対一対応で腹に落ちるまで対話型のＡＩが相手してくれるなんていうことも

十分あると思いますよ。あるいは、部活動などは学校間連携でしっかりやっ

ていきましょうねという議論もしてきたじゃないですか。 

 様々な友人や先生との出会いということがありましたけれども、学校間連

携でも友人と出会えるでしょうし、地域の人々と交流して一人ひとりが輝け

る場を提供していくというのが小規模校のこれまでの取組であって、今の話

と何も矛盾しないじゃないですか。 

 そういう話だったはずなのに、活性化計画やこれまでの取組を自ら否定し

て、協議会を隠れみの、盾にして、協議会の意見を尊重するんだと。これ、

過去、15年ぐらい前かな、私がこの問題を始めたときの伊勢志摩地域高等学

校活性化推進協議会、本当にひどくて、私、傍聴に行ってびっくりしました

よ。やらせというか、シナリオがありまして、もう教育委員会の案がそのま

ま通っていくんですよ。私の地元の教育長がそれに対して反対意見を言わな

いので、町長と教育長に談判に行ったわけです。もう言っても無駄なんだと、

そんなふうな回答が返ってきて、びっくりして、みんなで取組を始めたわけ

です。度会町の前任の町長なんかは、何でも伊勢志摩地域高等学校活性化推

進協議会が民意だと言ってくるんだったら困るから、地元の度会町に別の活

性化協議会をつくって、こちらの民意も示さなあかんて言って始まったのが、

この小規模校活性化のそれぞれ個別の協議会じゃないですか。だから、今の

議論というのは全くおかしいと思います。 

 多様な学びとおっしゃいますけれども、大規模高校もあって、小規模高校
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もあるということが本当の意味での多様な学びの提供だと私は考えます。な

ので、先ほどおっしゃった競争にさらされておるという中で、都市部にある

程度集約することは私も反対していないわけですよ。例えば、６クラスの高

校を都市部に認めても、何で周辺部に１クラスの高校を残せないのかと言っ

ておるんです。それも何で40人にこだわるのかと。20人、つまり0.5学級で

も、周辺部に何で置けないんだと。それをうまく連携させて、多様な学びを

していってくださいというのがこれまでの議論だったはずですし、県の教育

委員会もよくよく理解してもらっていると、私が信頼を持って、15年前とは

もう違うんだと思ってこれまで来たのに、今回のようなことがあって大変残

念、甚だ遺憾ということであります。 

 ここまでで、県教育委員会の考え方と私の主張する内容の違いが、この議

場において大体明らかになったことと思います。恐らくこれ以上聞いても平

行線で、お互い、どちらが間違っておるということもひょっとするとないの

かもしれません。お互いどちらも一つの正解であり、一つの正義を主張して

おるのかもしれません。なので、これ以上突っ込んでもいかんとは思うので、

教育委員会との議論はここまでとしたいと思うんですけれども、もう一度よ

く考えていただきたいと思います。まだ案を提示した段階ということですの

でね。 

 ここからは、知事部局のほうにお伺いしたいと思うんですけれども、ここ

まで議論をしてきましたこの問題は、教育の範囲に収まらない、度会町だけ

の問題に収まらない、県と市や町の信頼関係を揺るがす重大な事態でありま

す。事ここに至った原因は、県教育委員会のみに任せてきたことにあるので

はないでしょうか。学校には、まちの中心、拠点機能という意味もあり、ま

ちづくりの観点からの議論も本来は必要です。県教育委員会に任せることで、

この視点が抜け落ちています。こうしたまちづくりの観点からの学校配置の

仕方や、市や町との関わりの観点について、知事部局もこれからは関与すべ

きであると考えます。そして、このことは子どもたちのためということと両

立します。 
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 地域に関わる主体的な教育をこれまで進めてきたのですから。いかがで

しょうか。御答弁をお願いします。 

○副知事（野呂幸利） 高校の再編について、地域の在り方、まちづくりの観

点から、例えば知事部局も様々状況を把握していると、どういう議論をして

きたのかという御質問をいただいたところです。 

 教育委員会とは、高校再編の在り方について、状況も聞きながら議論を進

めてまいりました。少子化による生徒の減少というのは、避けては通れない、

そういう現実があるというふうに思っております。 

 この状況は、議員がおっしゃったとおり、高校再編の議論にとどまらず、

地域の在り方に影響があると認識をしております。 

 高校再編の議論については、先ほど教育長からも答弁させていただきまし

たが、様々意見がありますし、教育委員会としては、子どもたちの学びを第

一に考えて、県立高校の再編もやむなしと、協議会に提案されたと認識をし

ております。協議会における議論を踏まえながら、知事部局としてやれるこ

とを検討する必要がある。 

 地域の在り方については、特に再編が進んで、例えば学校を閉じるという

ことになれば、にぎわいなどが失われる。今後、どのように地域づくりを進

めていくのか、地域の市町と寄り添いながら考えていくことが大切であると

いうふうに思っております。 

 例えば、具体的には、閉校によって通っていた生徒が遠距離通学になるな

ど、生徒の交通手段、アクセスの問題については、これまでも取り組んでま

いりましたけれども、地域交通の充実をさらに進めていく必要があるという

ふうに考えております。 

 今後、地域づくりの観点と教育の質の確保という観点から、知事部局と教

育委員会が連携して共に取り組むことが不可欠である。地域の特性やニーズ

を十分に考慮しながら適切に対応してまいります。 

   〔33番 村林 聡議員登壇〕 

○33番（村林 聡） ちょっと一旦感想を述べていいですか。 



－1160－ 

 今、副知事がおっしゃった中で、市や町と寄り添うとか、交通手段を確保

するとか、そういう教育委員会と連携するという部分はありがたい話だとは

思うんですけれども、今の話だと、結局、活性化協議会とか、教育委員会の

結論のとおりにするんだというのが前段にあって、先ほど私が申し上げたの

は、いや、そうではない、その前段からこういう観点で関わっていかなけれ

ばいけないんだということを申し上げたのであって、だから、今の答弁では

困るということであります。 

 知事はいかがでしょうか。お願いします。 

○知事（一見勝之） 人口減少の社会においては、今、議員がおっしゃった御

質問、それから教育委員会がお答えしたような話、これは出てくる話であり

ます。人口が増加しているときも問題はないわけではありませんけれども、

これはどっちかというとウィン・ウィンで終わっていくような話があるんで

すけど、人口が減少していく中ではゼロサムの話なので、非常に厳しい状況

が出てまいります。これは学校だけではなくて、議員も一部御指摘されまし

たけど、例えば病院もそうですし、それから交通もそうですし、そういった、

場合によると社会インフラ、それもどうするのかという議論、ごみ焼却であ

るとか、あるいは水道だとか、そういったところにも出てくる話だと思いま

す。 

 考え方はいろいろあると思います。以前、違う御質問への答弁で、正義は

幾つかあるというふうに申し上げましたけど、それぞれの考え方は確かにあ

ると思いますので。ただ、大事なのは、やっぱり生徒の利益を第一に考える

ことでありまして、これは議員もおっしゃっておられますので、ここは齟齬

がないと思います。 

 それから、活性化協議会で出来レースみたいな話、これはよくないに決

まっておりまして、活性化協議会というのは議論をする場でございますので、

また、その場に入ってこられる方を制限するのもよくないというふうに思っ

ております。いずれにしても、活性化協議会で十分な議論を尽くすことが必

要であります。 
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 今回の事例に挙げられた件につきましては、案を提示している状況ですの

で、これから議論がなされるところです。 

 学校のクラスの配置、あるいは学校の配置などにつきましては、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律で、権限的には教育委員会の権限というこ

とになっております。 

 ただ、学校は、地域にとっても重要なアセットであるというふうに思って

おります。アセットというのは資産であり、資源であり、そして財産である

という意味でありますけれども、教育にとっても重要な場所で、これ、当然

でありますけれども、教育だけじゃなくて、若い人たちが集まる場というこ

とで、地域にとっても重要なことであります。 

 繰り返しになりますが、生徒のことを第一に考えるということは言うまで

もありませんけど、地域や首長の意見も十分に考慮をするということが必要

で、それがこれからの活性化協議会で議論される中身であるというふうに考

えております。私どもも十分にそこについては注視をしていきたいと考えて

おります。 

   〔33番 村林 聡議員登壇〕 

○33番（村林 聡） 学校配置の権限は教育委員会にあるという中で、とは言

いながら、学校は地域の資源や資産であるというところまで言っていただい

たということは大変ありがたいと思います。 

 ただ、結局、今の御答弁でも、活性化協議会の議論を注視するというとこ

ろにとどまっておりまして、もう一歩進めて、そういう地域づくりとか、県

と市や町との関係性みたいなものを先ほど申し上げたわけですけれども、そ

の辺りの考慮みたいなものはないのでしょうか。この学校教育の問題で、下

手をすると県と市や町の関係性、信頼関係が損なわれるのではないかという

ことを申し上げたわけですけれども、そうした視点、観点は今の御答弁にな

かったように思うんですが、いかがでしょうか。 

○知事（一見勝之） 県と、それから市や町との信頼関係、これが損なわれる

ことはあってはならないこと、適切ではないと思います。したがって、その



－1162－ 

ためには、考え方が違う、これは議員と教育委員会も今、お話を伺っていて、

そうではないかなと思いましたけど、これはあるわけでありまして、民主主

義というのは考え方が違う人たち、当事者同士が議論をして結論を導き出す

ということでありますので、先ほど申し上げた、これは生徒のことをまず第

一に考えなきゃいけない、教育の話でありますので、保護者も加えてになり

ますけれども、子どもたちがどう考えておるかというのは一番大事でありま

す。 

 それを踏まえた上で、地域としてはこうあってほしい、こうあるべきであ

るという意見は当然あると思いますので、まずは活性化協議会で議論をする

ということになると思います。ただ、そこでの議論が地域にとって適切な方

向ではない、これ、よくあることであります。考え方が違う者同士の議論に

なりますので、その場合に、例えば我々への要望というのは出てくる可能性

があると思います。その時点で、我々としてはどういうふうに対応するのか

ということを場合によっては教育委員会とも話をしながら、さらにそれを地

域活性化協議会で、議論は拡散するとよくないと思いますので、議論するは

一つにすべきだと思いますけれども、我々が聞いた話を教育委員会に伝え、

活性化協議会でさらに議論を深めてもらう、それが大事かなと思っておると

ころでございます。 

   〔33番 村林 聡議員登壇〕 

○33番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 最終的には、活性化協議会の議論という中でしたけれども、例えば町から

要望が出てきたりとか、そういうような話があれば、そこで町と協議したり

とか、そういうことはしていただけるという御答弁だったと理解します。 

 まだ今日、議論が、知事部局がどうこれから教育に関わっていくのかとい

う部分にいきなり踏み込んでいったわけなので、今日の答弁が全てであると

は思っていないので、ぜひ私が述べた観点から、さらに知事部局として関わ

れることなんかをこれからも模索して、検討していっていただきたいと要望

いたします。よろしくお願いします。 
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 最後に、この項目の提起をしておきます。 

 このままでは、日本中の田舎から学校がなくなってしまいます。今のここ

までの議論、皆さんに聞いていただいたと思うんですけれども、結局、小規

模校を存続させるには、地方がその負担に耐えられないということですよね。

この国の形として、本当にこのままでいいのでしょうか。このままで、この

国の未来、地域の未来は明るいのでしょうかということを提起いたします。

答弁は結構です。 

 では、この項を閉じて、大きな５番目の項目へ入ります。 

 小規模高校における募集方法の柔軟な見直しという題名を置きました。 

 小規模校においては、県立高等学校活性化計画に基づいて活性化協議会を

開いています。そこでは、有識者や商工会などの諸団体など、地域を挙げて、

生徒数の確保、受験者数の増加に向けて努力をしています。町においては、

町単予算まで、魅力化のために投入しています。 

 ところが、現行の受験ルールでは、そこまでして増やした受験者に不合格

を出さざるを得なくなっており、理不尽です。例えば、前期試験に35人の受

験者が来てくれたのに、20人までしか合格させられないというのが現在の

ルールです。 

 そこでお伺いします。県の計画に従って、地域を挙げて生徒数の確保に努

力しているのに、その努力が報われない制度は大問題です。活性化に取り組

んでいる小規模校にまで一律の制度を押しつけるのではなく、努力が報われ

る見直しをすべきと考えますが、いかがでしょうか。御答弁お願いします。 

   〔福永和伸教育長登壇〕 

○教育長（福永和伸） それでは、小規模高校における募集方法の柔軟な見直

しについて答弁申し上げます。 

 現在の本県の入試制度は、複数回の受験機会を望む中学生に配慮しまして、

平成20年度入試から、評価方法の異なる二つの選抜、いわゆる前期選抜と後

期選抜を実施しています。前期選抜では各学校、学科の特色に合わせて、面

接や作文、実技などを、後期選抜では５教科の学力検査を実施いたします。 
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 現行制度に変わる以前の入試制度には、二つの大きな課題がありました。 

 一つは、職業学科の高校を中心に、現在の前期選抜に当たる入試での募集

人数を、定員の50％を超えて設定する学校が増加しまして、５教科の学力検

査で選考する募集人数が狭まっていたということです。 

 もう一つは、早い時期に合格した中学生が、卒業までの学習意欲を保ちに

くくなるという問題です。 

 この問題を解決するために、現在の制度では、前期選抜で募集する人数に

上限を設けています。職業学科の高校では上限を定員の50％までに制限、普

通科高校は５教科の学力をより重視する方針から上限を30％にしています。 

 一部例外があります。体育・芸術系の学科などで、学力検査より実技検査

のほうが的確に判断できるというような場合は、100％前期で募集している

という場合もございます。 

 小規模校に関してのことですけれども、この小規模校の募集人数について、

今まで何もしなかったわけではなく、既に議員御指摘の趣旨で、平成31年度

入試から、１学年３学級以下の普通科高校の前期選抜の募集人数、普通は

30％なんですけれども、この小規模校は、職業学科の高校と同じく入学定員

の50％を上限にしているところでございます。 

 本県の入試制度では、受験生に２度の受験機会を確保することを重視して

います。生徒は前期にチャレンジングな受験をしまして、後期により安全な

受験をするというような対応をいたします。これ、前期であまりに取り過ぎ

てしまって、不合格になった子が後期に受けようとしたとき、その募集人数

がすごく狭まっているということであれば、それは弱者の目線から反するの

ではないかというような気がいたします。こうした生徒の思いに応えるため

にも、特別な理由がない限り、受験機会を前期選抜のみに限定するようなこ

とは適切ではないと考えます。 

 御提案をいただきましたので、引き続き、現場の意見も聞かせていただい

て、検討課題とはいたしますけれども、現時点では慎重に考えなければとい

うふうに考えています。 
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   〔33番 村林 聡議員登壇〕 

○33番（村林 聡） 御答弁をいただきました。 

 事前の意見交換で聞いていた内容よりも後退しましたね。事前の意見交換

で聞いていたときには改善に取り組むということだったんですが、現在の御

答弁だと、改善を検討はするけれども、変えることについては慎重というこ

とですね。 

 先ほども言いましたけど、小規模高校に対してですよ、町を挙げて物すご

い数の有識者、その地域にとっては有力者と言ってもいいような人たちを大

量に巻き込んで、生徒を、受験者数を増やすために、活動をすごくしておる

わけですよね。そこまで教育委員会に言われてやったのに、不合格を出さな

あかんというのはどう考えても理不尽なんですよ。なので、やはり選抜制度

を一律に考えておられるので、そういうことが起きるんだと思うんです。小

規模高校にふさわしい、なじむ選抜方法というのを、これまでのことである

とか、今のような話から離れて、全く真っさらに新しく検討いただくという

ことはできませんか。じゃ、答弁お願いします。 

○教育長（福永和伸） やはり教育委員会では、子ども目線というのが何より

大事でございます。過去に50％を超えていたというようなことで、後期選抜

に当たる入試の人数が定まっていたというところを是正したところがござい

ますので、そこはしっかりと踏まえていかなければならないと思います。 

 あと、一律っておっしゃいましたけれども、ほかの学校では３割、30％の

ところを小規模校は50％に上げています。ここをまずは限界にしたいなと

思っています。人数の確保に苦労している学校は、小規模校以外にもたくさ

んございます。ここで緩和をしてしまうと、そちらのほうの学校からも要望

が上がってきて、なかなか歯止めが利かなくなるおそれもありますので、私

どもとしてはこのようなことでやっていきたいと思っているんですけれども、

いずれにしましても、現場の意見も聞きながら判断しなければならないと考

えます。 

   〔33番 村林 聡議員登壇〕 
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○33番（村林 聡） 現場の意見をよく聞いて、今後、判断していただくとい

うことですので、今日のところはその答弁をもって収めたいと思うんですが、

もう十分私の意は伝わったと思うので、繰り返さないですけど、しっかりと、

小規模校にこれだけ厳しいことをしておいて、その努力が報われないことま

でするということは、やはり理屈に合わないように思います。 

 また、度会町長は、募集停止という負の風評を県の教育委員会が振りまい

た責任があるともおっしゃっております。来年度以降、できれば来んといて

くれという意味とちゃうんかということを度会町長はおっしゃっておりまし

た。できれば来んといてくれというマイナスの風評を振りまいた高校に対し

て、努力した受験者数も確保できないような受験制度を継続するんだという

答弁をしてしまったというふうに私は捉えます。 

 話をさらに広げると、伊勢志摩地域以外にも、県内にはほかにも小規模校

はたくさんあるはずですね、飯南高校とか、白山高校とか。そうしたほかの

小規模校についても同じような悩みがあるはずですので、地域の実情に応じ

てしっかり検討いただきますように要望いたします。 

 と言ったら、あと２分しかないんですね。残りの項目については、発言通

告のときに申し上げましたけど、どうも総括質疑の機会をいただけるような

ので、ふさわしいものについては総括質疑の場で聞かせていただこうと思っ

ております。 

 じゃ、答弁まではできないでしょうけれども、次の６番の看護職員の持続

可能な働き方を、少し頭出しといいますか、どういう課題があるのかという

ところだけでもお聞き取りいただきたいと思います。 

 看護職員の持続可能な働き方という題名です。 

 看護師の仕事が非常に忙しいということで、やはり資格を持つ看護師には、

看護師にしかできない仕事に専念してもらうというのがよいと考えます。意

外かもしれませんが、事務仕事が多いと聞きます。例えば、大量の同意書を

扱っていて、その整理などにも追われているそうです。これまで、看護補助

者により活躍してもらうにはという質問をしてきましたが、まだまだ看護補
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助者には、ベッドメーキングなど、ケアや介護のイメージがあると聞きます。

本来の看護補助者の業務の中には、事務的なものもありますよね。そういう

情報発信に期待するところです。 

 答弁はもう時間がないので求めませんけれども、国の方向性には合致して

おると伺っておりますし、来年度以降、さらにいろいろな取組も考えていた

だけるということですので、今後、ぜひ現場の声を聞いて、どういう方向で

取り組んでいったらいいのかということをしっかり検討して、よりこの取組

を進めていただきたいと要望いたします。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 御指摘、よく分かります。看護現場が非常に大変になっ

ているのは事実です。教員の現場も同じでありますが、さらに命を扱ってお

りますので、看護補助者について、国の方針も同じような方向で出てくると

いうふうに聞いております。我々としてもしっかり対応していきたいと思い

ます。 

   〔33番 村林 聡議員登壇〕 

○33番（村林 聡） ありがとうございます。時間ですので、終結します。あ

りがとうございました。（拍手） 

 

休          憩 

○議長（服部富男） 暫時休憩いたします。 

午後０時10分休憩 

                                    

午後１時10分開議 

 

開          議 

○副議長（森野真治） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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質          問 

○副議長（森野真治） 県政に対する質問を継続いたします。４番 伊藤雅慶

議員。 

   〔４番 伊藤雅慶議員登壇・拍手〕 

○４番（伊藤雅慶） 改めまして、皆さん、こんにちは。三重郡選挙区選出、

新政みえ会派の伊藤雅慶でございます。 

 まず、質問に入らせていただく前に、一見知事、そしてまた４人の新人の

議員の皆さん、このたびは御当選、誠におめでとうございます。皆さんと一

緒に仕事をさせていただくことを大変うれしく思っております。今後ともど

うぞよろしくお願いをいたします。 

 あと１点、大阪・関西万博に行かせていただいて、先般も三重のお祭り大

集合へ行かせていただきまして、本当に大変すばらしい催しにしていただい

ておりました。感謝申し上げます。三重県ブースのところでも、地元の御在

所岳、これをパネルにしていただいて、そのバックで写真も撮らせていただ

きました。各地区にいろいろな配慮を持っていただいて、本当にいいイベン

トにしていただいておりました。特に、祭りのときの知事の最初の挨拶がフ

ランス語でおっしゃられたということで、大変驚きと、本当にさすがだなと

いうふうにも思いましたので、今回の万博、残り１週間でありますけれども、

本当に皆さんに行っていただいて、特に三重の魅力も感じていただけたらな

というふうに思っております。 

 それでは、早速質問に移らせていただきます。 

 まず、大きな１番、アートをテーマにした三重の新たなプロモーションに

ついて～里海（離島）里山、里まちを舞台に「美し国みえ」らしい芸術祭の

開催を～であります。 

 三重には、風光明媚な里海、里山、そして大都会とは違うふるさとを感じ

る里まちがあり、我々県民や来訪者に癒やしを与えてくれます。 

 私はこのすばらしい自然や景色、風景、暮らし、文化など、ふるさと三重

を再確認し、さらに魅力を発信するため、アートというテーマで県内をプロ
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モーションすることを提案いたします。この視点は、景勝地や絶景ポイント、

文化財など、今ある地域資源も、また、新たな作品も、全て個々人が持つ美

意識や表現次第でアート作品に落とし込めるところによさがあり、幅広い市

民活動を包括できると考えるからであります。 

 また、自然やその土地、住民との調和を図りながら、新たな価値を見いだ

すアートプロジェクトに地元地域、県内外、国外の皆さんが直接的、あるい

は間接的に関わってくださることで、まず、交流人口が増え、その土地や人

のよさを知ることで関係人口が生まれ、ひいては様々な地域課題や社会課題

の解消に結びつく地域振興につながるものと考えるからであります。 

 今回の提案は、アートをテーマにした県のプロモーションですが、その集

大成として、芸術祭の開催も見据えています。三重県が企画しながらも、県

は参画を希望する各市町の実行委員会等のつなぎ役、取りまとめ役で、全て

を担うことは全く想定していません。それは、それぞれの地域の主体性を尊

重することが魅力的な個性を生み、一層興味深く、面白い企画になると考え

るからであります。美術館や博物館をはじめ、関係団体等との連携による芸

術祭の開催を期待しております。 

 ここで、まず、パネルを見てください。（パネルを示す）今回は分かりや

すさから、造形物と風景を中心に好事例を挙げさせていただきます。 

 まず、里海開催というところでは、私は、瀬戸内国際芸術祭を思い浮かべ

ます。この写真、10年前に直島で撮った写真ですが、フェリー乗り場近くに

世界的なアーティストの草間彌生さんの作品があります。左下の赤いカボ

チャであります。当時からすごいインパクトで、外国人旅行者もたくさん見

えていました。島内では、古民家を使ったアートや、また、古民家を改造し

たショップ、飲食店等があり、島民ガイドの姿もありました。私には、瀬戸

内海の風景も、島民の暮らしも、文化も、全て作品に感じました。また、安

藤忠雄氏が手がけたベネッセハウスも一見の価値があります。 

 ちなみに、本年の芸術祭の春会期期間、約１か月間に直島を訪れた方は、

人口約2900人に対し約11万人あったようであります。 
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 次に、里山開催のイメージとして、（パネルを示す）長野県の美ヶ原高原

美術館を御紹介いたします。 

 ここは、北アルプス、南アルプス連峰や富士山、御嶽山が一望できる高原

に、1981年６月に開館した美術館で、現在350点ほどのアート作品が常設展

示されています。訪問した当日も、多くの方が大自然の雄大な景色やその自

然と調和したアート作品に見入っていました。 

 里まち開催については、商店街等のまちなかアートや公園、港湾、駅周辺、

商業施設、文化施設、交流施設等に溶け込み、人々の目を引く様々なアート

活動をイメージしています。新たな地域資源の創出で、まちの活気やシビッ

クプライドの醸成につながることを期待しています。 

 さて、三重県において、アートの舞台の一つとして頭に浮かべたのが、今

回、離島でありました。８月に、これまで来訪経験がなかった答志島、坂手

島、間崎島を訪れ、限られた時間で島民の方々と交流をさせていただきまし

た。また、三重県離島振興計画にある全６島について、鳥羽市、志摩市の行

政担当者と意見交換もさせていただきました。その中で、人口減少や高齢化、

産業、生活インフラ、福祉などの課題がある現状もお伺いしました。また、

地域資源の発掘や課題解消に向けた事業展開などに心血を注ぎ、懸命に取り

組んでおられるその姿も分かりました。様々な課題が山積する現状は現地で

も感じましたが、同時に魅力の宝庫であると強く感じたところでもございま

す。お世話になった行政職員の皆様や島民の皆様に心より感謝申し上げます。 

 るる申し上げましたが、私は三重県全域を舞台にしたアートによるプロ

モーションや芸術祭は、県並びに地域ににぎわいと活気を生み、美術や芸術、

食、歴史、伝統などの文化振興や観光振興にとどまらず、産業振興や教育振

興など、幅広い地域振興につながると考えています。さらに、離島で開催と

なれば、島文化の維持・伝承や防災、福祉、防犯、新たな産業の創出、移住

促進、公衆衛生の向上、インフラ整備の促進等、大きく離島振興につながる

ものと考えています。 

 経済効果についても一部調べました。瀬戸内国際芸術祭が2019年開催で約
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180億円、コロナ禍の2022年開催でも約103億円。新潟県の大地の芸術祭が

2018年開催で約65億円、2019年から３か年では約83億円。あいちトリエン

ナーレが2016年開催で約63億円でありました。 

 また、財源確保等については、国の地方創生関連予算や離島であれば離島

活性化交付金の活用、このほか、企業版ふるさと納税やクラウドファンディ

ングの募集等が考えられ、県や市町等の負担軽減が図れるものと考えます。 

 地域振興、とりわけ離島振興に話を戻させていただきますが、瀬戸内の男

木島では、人口が200人を切っていたところ、この芸術祭開催を機に移住者

が急増し、休校していた小・中学校や保育所が再開したという放映を見まし

た。島に子どもたちの声が戻ったというコメントをされた高齢女性の笑顔が

印象的でした。 

 三重県の離島も魅力的で、歴史・文化を感じるすばらしい島ばかりであり

ました。人も温かく、ゆったりと穏やかな時間が流れており、私は現代にこ

そ必要な環境だなというふうに改めて感じたところであります。 

 改めて申し上げますが、三重県にはすばらしい自然、山、海、川、そして

街があります。地域資源や潜在能力の高さは他県に負けていない、そのよう

に私は思っております。 

 また、アートは、人の捉え方や美意識で全てを作品に変える力があると

思っています。アートの力を借りて、三重の里山、里海、里まちをプロモー

ションしていただき、地域再生、地域振興、地域活性化につなげていただき

たいと思います。担当部長の御答弁を求めます。 

   〔長﨑禎和政策企画部長登壇〕 

○政策企画部長（長﨑禎和） それでは、アートをテーマとした新たなプロ

モーションについて御答弁申し上げます。 

 人口減少や高齢化をはじめとした様々な課題に直面する中でも、三重県が

さらなる発展を遂げるためには、その魅力を効果的に発信し、全庁を挙げて

戦略的にプロモーションを図っていく必要があると考えております。 

 このため、令和６年５月に、本県の豊かな地域資源を活用し、三重の魅力
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を効果的に発信し、認知度向上を図ることにより、選ばれる三重・多くの

人々を引きつける三重を実現し、地域の活性化につなげていけるよう、三重

県プロモーション推進方針を策定したところでございます。 

 先ほど議員御説明のありましたように、本県には、伊勢神宮をはじめ、熊

野古道伊勢路、伊賀流忍者といった特色のある歴史・文化、英虞湾をはじめ

とする自然、イセエビ、松阪牛などの食をはじめとした数多くの地域資源が

ございます。これらの地域資源とその価値、魅力を効果的にプロモーション

することで、地域の活性化にもつなげていけるものというふうに考えており

ます。 

 先ほど議員から御紹介のありました、アートをテーマとした新たなプロ

モーションにつきましては、里海、里山、里まちの魅力としての大自然が織

りなす風景や壮大な景観、歴史的建造物などを自然や人の営みが生み出した

芸術、アートとして評価をし、それのプロモーションを図ることで、地域の

活性化に生かしていこうとするものと認識しております。瀬戸内国際芸術祭

や越後妻有アートトリエンナーレなどが該当するものと承知をしているとこ

ろでございます。 

 このように、アートをテーマとすることも地域資源を活用したプロモー

ションの手法の一つであり、亀山市内などにおきましてもそのような取組が

あることは把握をしておるところでございます。まずは、他の事例なども参

考にしながら、県としてもプロモーションの在り方について検討していきた

いというふうに考えております。 

 今後とも、豊かな地域資源の魅力を国内外にしっかりと発信し、本県のさ

らなる認知度向上につなげていけるような取組を進めてまいります。 

   〔４番 伊藤雅慶議員登壇〕 

○４番（伊藤雅慶） 御答弁ありがとうございました。よろしくお願いをいた

します。 

 御答弁にあったように、亀山市では、2008年から芸術祭が開催され、芸術

文化振興や国際交流をはじめ、広く地域活性化が図られていると伺ってい



－1173－ 

ます。 

 また、来月ですが、地元菰野町でＡＲＴ ＴＯＵＲ ＫＯＭＯＮＯ 菰山

展が開催されます。（パネルを示す）テーマは、「地域の作家×古民家展

示＝アートで美意識を鍛える」であります。湯の山温泉エリアをはじめ、自

然美や歴史文化漂う古民家５か所で、アート作品を見て楽しんでいただきな

がら、改めて街や地域、三重県のよさを知っていただく周遊型企画になって

います。参加する作家の方々は、菰野町、四日市市、鈴鹿市、いなべ市、津

市の方々で、県内に豊富な人材がおみえになることも分かります。知事にも

ぜひ足を運んでいただけたらなというふうに思っております。 

 このほか、フランスにも、ナントという現代アートを楽しめる街があると

聞いています。ナントには歴史的建造物も多くあるため、街全体が美術館と

も評されています。知事はフランスに精通されておりますので、私以上に

アートの力を分かっておられるかなというふうにも思っております。 

 また、今回のアートプロジェクトの中で御提案したいのが、障がいのある

方の作品、いわゆる障がい者アートの発信であります。ぜひ様々なグッズの

デザイン等にも採用していただいて、その収益を作家はもとより、障がい者

福祉の財源に還元できれば、持続可能な自立支援体制が構築できるのかなと

いうふうな考えも持っております。そういった仕組みづくりも念頭に進めて

いただくよう、御検討いただければと思います。 

 少し手元に、（実物を示す）こういったポーチを持ってきました。これは

障がい者アートのほうで有名な株式会社ヘラルボニーという会社のポーチで

あります。障がいのある作家の方を異彩作家というふうな呼び名で、海外の

ハイブランドや日本の企業、これはＪＡＬのファーストクラスのアメニティ

になっております。こういったところとの連携を進められています。こう

いった取組もぜひ研究していただきたいなというふうに思っております。 

 私は芸術祭を伊勢神宮のあるこの三重県で開催する発信力は、国内旅行者

にとっても、また、インバウンドにとっても大きなインパクトを持つものだ

というふうに考えております。特別な体験を求めて神宮に来られる方が多い
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と聞き及んでおりますので、アートツーリズムは非常に親和性が高いと考え

ています。実際に多くの実績を上げている各地の芸術祭をぜひ参考にしてい

ただきながら、三重県の課題解消につなげる仕組みを構築し、平和で文化的

な祭典として開催を検討いただきたいと思いますが、知事はどう思われます

か、お伺いします。 

○知事（一見勝之） 御質問をお伺いしていまして、2007年の10月に、当時、

大臣秘書官として、冬柴元大臣と御一緒に直島を訪問したことを思い出しま

した。草間彌生さんのオブジェだけではなくて、地中美術館にはモネの睡蓮

もありまして、多くの観光客が来られていました。 

 観光には三つの要素がありますということを、今までこの議会でも申し上

げましたけど、一つは宿泊、ホテル、それからもう一つは食、そしてもう一

つが観光資源ということなんですけど、欧米の人をはじめとして、多くの観

光客は、日本人もそうやと思いますけど、芸術とか美術、それを見に行って

自分の教養を刺激するということがあると思います。アートについては、三

重県では、先ほどの部長答弁の中で、亀山市でやっているということであり

ますけれども、観光客を多く引きつけるということもありますし、もっと言

うと、子どもたちの知育というのでしょうか、教育にもプラスの方向がある

と思いますので、そういった機会を我々もこれからも考えていきたいと思い

ます。 

   〔４番 伊藤雅慶議員登壇〕 

○４番（伊藤雅慶） 知事、ありがとうございました。私も同じ思いでありま

すので、ぜひ前に進めていただけたらと思います。 

 いろいろとパネルを用意しました。もう足早に行きます。これは風景とか、

離島のパネルであります。（パネルを示す）これ、見てください。まず、獅

子岩、赤目四十八滝、そして、また、こちらですね、（パネルを示す）丸山

千枚田、四日市コンビナートの夜景、青山高原、そして地元なんですけれど

も、竹成五百羅漢であります。私が撮りました。そして、これ見てください。

（パネルを示す）答志島へ行かせていただいて、いろんな海の幸もありまし
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たけど、きれいな風景もありました。漁港に行かせていただいたら水温が

ちょっと高いので、魚は前よりすぐに揚げると弱るようになったというよう

な実態も聞きながら、いろいろと交流させていただきました。 

 次、見てください。（パネルを示す）坂手島であります。鳥羽マリンター

ミナルからすぐ近いところですけれども、もう全てがアートであります。こ

ちらも見てください。（パネルを示す）間崎島、こちらの路地なんかも島を

象徴するような通路なんですけれども、すごくすてきです。あと、（パネル

を示す）神島と、（パネルを示す）神島、菅島、ここまでですね。こんなと

ころがあります。 

 あと、写真は撮らせていただいていないんですけれども、渡鹿野島、ここ

もハートアイランドというところで有名でありますので、ぜひ皆さん、御承

知おきいただきたいなと。後ほど島にまた行かせていただきたいというふう

に思っております。 

 そして、例えばミジュマル公園やポケモンのスタンプ、こういったところ

ではポケモンとの御縁ができたなというところも感じておりますし、前より

もさらに御縁ができたのかなと思いますし、また、この間のスタジオジブリ

とのコラボで、三重県総合文化センターの開館30周年記念、こういったとこ

ろでも、著名なそういった会社といろんな御縁ができましたので、ぜひ御相

談もされながら、芸術祭につなげていただくようによろしくお願いをいたし

まして、２番の質問に移らせていただきます。 

 続いて、２番であります。 

 １年前、一般質問の場で執行部に対し、みえガーデンツーリズム協議会、

当時は準備会でありましたけれども、ここに参画をしていただいて、国の制

度への登録に向け協働していただくように御支援を求めました。提案後、一

見知事をはじめ、観光部の皆さんが積極的に取り組んでくださって、本年４

月に三重の計画、伊勢國お庭街道が見事、東海３県で初めてジャパンガーデ

ンツーリズムに登録されたところであります。庭園関係者の方々に改めてお

祝いを申し上げますとともに、県行政の取組、また、官民連携に深く敬意と
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感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。おかげさまで、伊勢

國お庭街道は、国土交通省が目指す観光形態を具現化するものとして高く評

価され、現在も他の事例に波及をしていると聞き及んでいます。 

 決定後、４月26日に第42回全国都市緑化ぎふフェアのぎふグリーン・ライ

フフォーラムの会場で登録証交付式が行われ、私と同じ会派の稲垣議員と共

に立ち会わせていただきました。 

 また、フォーラムでは、自然と共生したウェルビーイングな暮らしをテー

マにトークセッションが行われ、改めて緑化の重要性を感じたところであり

ます。 

 さて、みえガーデンツーリズム協議会の資料を見せていただくと、本計画

には、現在、桑名市の六華苑、菰野町の横山氏庭園、鈴鹿市の伊奈冨神社庭

園、津市の真宗高田派本山専修寺雲幽園、同じく津市の北畠氏館跡庭園、松

阪市の旧長谷川治郎兵衛家、玉城町の玄甲舎の７庭園が参画され、庭園観光、

庭園巡りを通して、来訪者が街道周辺の食や歴史、伝統文化、産業に触れな

がら、宿泊や周遊、滞在を楽しむ旅を推進しています。豊富な食文化や温泉

文化等を有する三重の魅力と、海外でも人気の庭園というコンテンツの組合

せに、県内、国内の観光客はもとより、インバウンドの増加も期待するとこ

ろであります。 

 そこで、本計画の今後の展開をお伺いします。また、県の観光施策や観光

課題の解消にどうつなげていくのか、お伺いします。 

   〔塩野 進観光部長登壇〕 

○観光部長（塩野 進） ガーデンツーリズムの推進等についてお答え申し上

げます。 

 みえガーデンツーリズム協議会におかれましては、庭園を活用した周遊観

光の促進に向け熱心に活動されておりまして、特に東京や名古屋などを出発

するバスツアーについては、年間160回以上実施され、中には完売するツ

アーもあるなど、人気があるというふうにお聞きをしております。 

 本県の観光施策においては、まず、高付加価値旅行者をはじめ、インバウ
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ンドの誘客強化が課題であると認識をしておりますが、庭園は、こういった

方々の旅行目的となり得る重要な観光資源でありまして、歴史的背景やス

トーリーも併せて発信をすることで、インバウンドを含めた観光誘客につな

げていきたいと考えております。 

 今年度は、国内外の多くの方にガーデンツーリズムを知っていただくため

に、７月に東京で開催しました観光説明会におきまして、約200名のメディ

アや旅行事業者の方に向けて、みえガーデンツーリズムの取組を御紹介させ

ていただきました。 

 さらに今後は、みえガーデンツーリズムの取組と歴史街道や伊勢西国三十

三所観音巡礼、餅街道などの歴史や食文化を組み合わせることで、旅行者の

周遊を促し、滞在性を高めていきたいというふうに考えております。 

 引き続き、みえガーデンツーリズム協議会としっかり連携をしながら、次

期神宮式年遷宮も見据え、国内外から多くの旅行者にガーデンツーリズムや

現代のお伊勢参りを楽しんでいただき、県内を周遊し滞在いただけるように

取り組んでまいります。 

   〔４番 伊藤雅慶議員登壇〕 

○４番（伊藤雅慶） 御答弁ありがとうございました。 

 伊勢國お庭街道の今後の展開に大きく期待をする中で、私が県に求めたい

課題、役割をもう少し述べさせていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 まず、協議会の事務局であります。現在は菰野町観光協会が担っておりま

すが、やはり広域的に進めていただくには、県域の組織が担うべきかなとい

うふうに感じております。 

 お庭街道の鍵は、登録されている７庭園がそれぞれを核に観光地エリアを

広げる一庭一旅の確立と、現在であれば、７エリアの観光連携にあると考え

ております。そのためには、県域の組織が事務局を務め、そして各観光協会

等の関係組織の人材育成を図り、地域資源を生かした魅力的な観光地エリア、

一庭一旅の確立や、あるいはそれぞれでツアーなどの観光商品が組める、そ
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んなような体制づくりかなというふうに思っております。それを県としては

牽引をしていただきたい、それがまず１点であります。 

 本協議会は、式年遷宮のある2033年までに本計画を醸成させて、令和のお

伊勢参りの往路をこの伊勢國お庭街道で、そして復路を伊勢西国三十三所観

音巡礼で来訪者におもてなしをしたいというふうに伺っております。引き続

き、官民の役割分担と役割連携で、感動的な三重旅が実現することを改めて

御期待申し上げます。 

 また、本計画のみならず、県の立場、領域で、県内の観光事業者や旅館業

者の皆さんたちと連携強化をしていただきたいと思うのが、食のインバウン

ド対応であります。食文化や食習慣の違い、宗教上の制約がある、その条件

の中で感動を与えられる日本食メニューを提供できるか否か、これがリピー

ターの確保にもつながるというふうなことを聞き及んでいます。この件につ

いてもさらに研究をしていただいて、必要に応じて県全体で取り組んでいた

だきたい、そのことを申し上げておきます。 

 引き続き、私もお庭街道の皆さん方と、しっかりと取り組んでまいりたい

というふうに思っております。 

 次に、全国都市緑化フェアの誘致についても御提案をいたします。 

 全国都市緑化フェアとは、昭和58年から毎年、全国各地で開催されている

国内最大級の花と緑の祭典で、本年は先ほど申し上げたように、岐阜県で開

催されました。 

 さきに申し上げたように、今回の交付式が都市緑化フェア会場で行われた

ように、ガーデンツーリズムとの親和性が非常に高いことや花とみどりの三

重づくり条例を制定していること、そしてまた、伊勢志摩国立公園、室生赤

目青山国定公園、鈴鹿国定公園をはじめ、すばらしい森林環境を有している

ことから、三重県での開催は非常に適しているのではないか、そのようにも

思っております。 

 伊勢國お庭街道に参画する７庭園や県内の洋風ガーデン、植物園、梅林公

園、桜の名所などの事業者や管理者、関係者にも御協力をいただいて、その
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資源を拠点として生かしていくことで、限られた予算であっても大きな成果

が得られるものじゃないかなというふうに考えます。 

 また、各市町との連携により、都市整備や環境整備、あるいはまちづくり

における緑化推進、環境美化にもつながることが期待できます。 

 日本庭園や温泉、食、巡礼など、三重の文化の裏づけとなる森林環境、自

然共生の学びの場、魅力発信の場として全国都市緑化フェアの誘致について

も力を入れていただきたいと思います。担当部にお伺いをします。 

   〔上村 告県土整備部理事登壇〕 

○県土整備部理事（上村 告） 全国都市緑化フェアの開催についてお答え申

し上げます。 

 議員からも御紹介いただきましたけれども、全国都市緑化フェアは、都市

緑化に関する意識の高揚や知識の普及、官民の協力による都市緑化の推進、

緑豊かな潤いある都市づくりの実現、これらを目的に、毎年、都市公園をメ

イン会場として開催されている、国内最大級の花と緑のイベントでございま

す。 

 各地区での開催事例によりますと、フェア開催期間は約一、二か月で、そ

の来場者数は100万人規模となっており、都市緑化意識の啓発や情報発信だ

けでなく、開催地の魅力を知っていただくことによる観光振興等の経済的な

波及効果も期待されております。 

 この都市緑化フェアにつきまして、県内での開催を想定した場合、メイン

会場となる県営都市公園には、常設の花壇や式典を開催できる施設がなく、

駐車場やアクセス面においても、来場者の受入れ体制が十分ではないため、

大規模な再整備を実施する必要があると考えております。 

 さらに、開催期間中の式典やイベントの実施、開催後のレガシー継承に向

けた関連事業の展開等も含めますと、多年にわたり組織的な対応や相応の財

政措置を要することが想定されます。 

 本県では、先ほどもお話がございましたが、令和15年の第63回神宮式年遷

宮や令和17年の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会といった大型イ
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ベントが予定をされております。 

 県土整備部としましても、これら大型イベントの関連事業の実施とともに、

南海トラフ地震への対応といった防災・減災対策やインフラ施設の老朽化対

策等を重点的に進めていく必要があり、こうした状況を鑑みますと、全国都

市緑化フェアの近年での開催は、組織的にも財政的にも難しいと考えており

ます。 

 本県では、令和６年３月に、花とみどりの三重づくり条例に基づく基本計

画を策定し、花と緑が活用されたまちづくりを実感いただけるよう、文化の

振興や学校での教育活動、花の名所づくりの推進などの施策を関係部局や市

町と連携して進めているところでございます。これらの取組は、全国都市緑

化フェアの目的にも通ずるものと考えております。このため、まずは、花と

みどりの三重づくりの取組を着実に積み重ね、花とみどりで優しさあふれる

健やかなふるさと三重の実現を図っていきたいと考えております。 

   〔４番 伊藤雅慶議員登壇〕 

○４番（伊藤雅慶） 御答弁ありがとうございました。 

 旧来のやり方ではなかなか難しいなというような感覚かなというふうにも

受け止めましたが、新たなやり方というのはあるのかなと私は思っておりま

す。 

 ６月18日に三重テラスで開催されました伊勢國お庭街道誕生セミナーにお

邪魔をさせていただきました。このときに、国土交通省の都市局の担当室長

と少し意見交換もさせていただきましたが、まずは伊勢國お庭街道はジャパ

ンガーデンツーリズムの代表的な計画になるというふうな御評価をいただき

ました。また、全国都市緑化フェアの三重県開催についても、ふさわしいの

ではないかとの感想も伺ったところでありますので、先ほども申し上げまし

たけど、ぜひ前向きに検討いただきたいというふうに思います。しかるべき

ときにお願いします。 

 そして、伊勢國お庭街道に話を戻しますが、国の登録をされてから、県外

出張の際にはお会いする方に必ず宣伝をするようになりました。反応はすっ
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ごくいいです。皆さん、本当に興味を持っていただけます。そして、先日も

全国組織の方から参画の提案を受けました。 

 今後も、この協議会の皆さん方と、関係者の皆さん方と一緒になって、御

縁の輪を広げながら、例えば健康系、あるいは医療系、スポーツ系、ガスト

ロノミー、温泉、幅広いツーリズム等と連携をして、誘客や活性化を図って

まいりたい、そのように思っております。 

 また、足立美術館に代表されるように、自然と調和した日本庭園はアート

と評されています。海外からもたくさんの方がお見えになっております。１

番目に提案したアートプロジェクトとの連携も非常に効果的と考えます。こ

れらの連携の先に三重から始まる新たな都市緑化フェアの形も見えませんで

しょうか。これについては、私からまた知事に御検討いただきたいことをお

伝えしまして、次の質問に移ります。 

 次に、大きな３番であります。 

 令和５年12月の一般質問の際にも、テーマの一つとして獣害対策を取り上

げましたが、重要なことがなかなか進んでいないということもありましたの

で、今回、改めて県民の皆さんや観光客への安全確保、危機管理対策として

真剣に訴えをさせていただきます。 

 当時も申しましたが、人と野生動物のすみ分け、ゾーニング管理を早く進

めてください。また、河川内の土砂や雑草雑木、荒れた河川敷の放置は慢性

的な河道狭窄を招き、豪雨の際、河川の氾濫や流木被害を引き起こし、災害

を甚大化させることはもちろんのこと、再度申し上げますが、野生動物のす

みかや、あるいは獣道をつくっているのと同じであります。先日も自宅近く

の朝明川潜水橋に鹿３頭が出没したと報告を受けました。現場、見てくださ

い。（パネルを示す）納得されると思います。これが川です。県土整備部に

は、ゾーニングを効果的に行うためにも、しゅんせつに加え、河川や河川敷

のジャングルを一掃していただいて、河川環境整備を徹底するよう強く求め

ます。 

 次に、前回と同じ項目の資料を担当部に作成していただきましたので、御
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紹介をいたします。 

 まず、１の１であります。（パネルを示す）三重県における野生鳥獣によ

る農林水産業被害金額であります。 

 次に、１の２であります。（パネルを示す）こちらは、獣種別の農業被害

金額であります。直近では、どちらも令和３年、４年と下がっていたもので

すが、令和５年、６年と、ゆっくりですが増えてきました。過去のピークに

比べれば少ないものの、また、物価高等の影響は否めないものの、獣害被害

が増加傾向にあるとの緊張感を引き続き持っていただいて、対策を講じてい

ただきたい、そのように思っております。 

 （パネルを示す）次に、２の１の鹿、イノシシの交通事故件数であります。

どちらも共に増加傾向ですが、見ていただくと、鹿に至っては直近の５年で

倍増しております。住民にとって身近な危険でありますので、引き続き関係

機関と連携をしていただいて、注意喚起や安全対策をさらに講じていただく

ようにお願いをいたします。 

 （パネルを示す）次に、２の２、２の３の列車と鹿、イノシシとの衝突件

数ですが、紀勢本線、名松線は対策の効果が出てきたように思っております。

改めて感謝申し上げます。近鉄大阪線でも、津市と伊賀市区間で対策が始

まったと伺っています。引き続きの取組をよろしくお願いいたします。 

 （パネルを示す）次、③であります。イノシシ、鹿、猿の捕獲頭数ですが、

分析はこちらのほうにコメントで入れていただいたので、少し御覧ください。 

 （パネルを示す）続いて、４の１に移ります。鹿の生息頭数の推移ですが、

右の下のほうに四角囲みでありますが、令和８年の目標値が設定されていま

す。引き続き、こちらを目標に取り組んでいかれるということを伺っており

ます。 

 （パネルを示す）次に、４の２であります。こちらは鹿の生息密度であり

ますが、私の地元、菰野町が、１平方キロメートル当たり平均で41頭と、最

過密状態でありました。実は菰野の湯の山温泉には、傷ついた鹿が湯につか

り傷を癒やした鹿の湯伝説というのがありまして、同名所のすてきなお宿も
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ございます。鹿にとっても住みやすいまちは誇りでもありますが、一方で獣

害も絶えませんので、関係者には引き続きの対策をお願いしたいなというふ

うに思っております。 

 明日ですが、獣害の対策と特産品の創出や地域活性化等の観点で、三重ジ

ビエでかつ菰野町産鹿肉を使った創作料理の試食研修会がこの湯の山温泉で

開催されます。害獣から地域資源へ、野生肉の活用で食文化を広げる取組に

今後も応援していきたいなというふうに思っておりますし、県のほうも引き

続き応援をお願いします。 

 次に、熊対策でありますが、前回の質問後、庁内連携会議を発足していた

だいたり、あるいは情報発信の手段としてツキノワグマ出没情報マップやク

マアラートの運用も開始していただきました。改めて感謝を申し上げます。 

 また、今回、新たにアプリも導入されるとのことでありましたので、どの

ような機能があるのか、また、県独自のバージョンアップも可能か否か教え

てください。 

 加えて、現状の、先ほど例示した情報発信手段との兼ね合い、これについ

てもまた教えてください。 

 さて、全国では、登山道や集落等で熊に襲撃され死亡する事例も複数報道

されています。亡くなられた皆様に心からお悔やみを申し上げます。 

 この状況の中、高濃度のカプサイシンが噴射成分に入った撃退スプレー、

いわゆる熊スプレー、これの偽物が出回っていると先般報道を見ました。こ

の熊スプレーもどきは対人用の催涙スプレーと同程度で、熊には全く効かな

いようであります。大変小さいと聞いています。有事の際、信頼して使用し

た結果、最悪の事態も考えられます。このような情報を県としても確認をし

ていただいて、必要に応じて広く注意喚起をしてほしいなというふうに思っ

ております。 

 加えて、三重県のツキノワグマは、紀伊半島地域個体群で三重県指定希少

野生動植物種に該当することから、これまでも対応に苦慮をされてきました

が、昨今の出没件数等から考えて、個体数も増え、希少種ではなくなってき
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たように感じています。もしそうであれば、保護を前提としつつも頭数管理

すべきではないかと、これまでも私自身申し上げてまいりました。 

 ９月１日には、日常生活圏域に出没した熊等により人身被害が及ぶと判断

し、一定の条件を満たした場合、市町村長の判断で緊急銃猟が可能となる改

正鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が施行されました。

これらのことから、人と野生動物のすみ分けを最優先にゾーニングを実施し

つつ、人の命に関わる場面では適切な行動ができるように、三重県のツキノ

ワグマの保護管理の在り方を見直し、また、改正法にのっとった対応ができ

るよう、関係者との連携を望みます。 

 以上、獣害対策について担当部長の御答弁を求めます。 

   〔枡屋典子農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（枡屋典子） それでは、獣害対策についてお答えをいたしま

す。 

 野生鳥獣による農林水産業被害金額は、先ほど議員からも御指摘いただき

ましたとおり、令和５年度以降、増加するとともに、ニホンジカ等による車

両衝突事故の発生ですとか、人の生活圏へのツキノワグマの出没が急増する

など、人の生活が脅かされているような現状でございます。 

 県では、野生鳥獣による被害防止に向け、市町等と連携しまして、侵入防

止柵の整備等を進める被害対策、それから生息調査や捕獲を進める生息管理、

そしてこれらの取組を強化するための基盤となる集落ぐるみの体制づくりに

総合的に取り組んでおります。 

 また、先ほど御紹介いただきました令和５年12月に、庁内に三重県鳥獣被

害対策連携会議を設置いたしまして、関係部局が一体となって獣害対策を推

進しているところでございます。 

 それと、人と野生動物のすみ分けを図るゾーニングにつきましては、下草

の刈り払いなどによる見通しのよい場所、緩衝帯の整備、放置果樹など誘因

物の管理、除去を進めていきます。 

 ツキノワグマ対策につきましては、パトロールや出没情報の発信に加えま
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して、外出先で出没情報を確認でき、出没場所に近づいた際に警告を受け取

ることができるスマートフォンアプリの導入、それからツキノワグマの分布

域の拡大と生息数の増加を踏まえまして、ゾーニングや管理の視点を盛り込

んだ三重県ツキノワグマ管理計画の策定、鳥獣保護管理法の改正により可能

となったツキノワグマの緊急銃猟を想定した机上訓練を進めているところで

ございます。 

 今後も市町や関係者の皆様とともに、ゾーニング管理による人と野生動物

のすみ分けを図り、獣害被害の軽減につなげてまいります。特にツキノワグ

マにつきましては、今後策定する計画に基づき、人身被害や人の生活圏への

出没の防止に取り組み、県民の皆様はもとより、本県を訪れる方々の安全・

安心につなげてまいります。 

   〔４番 伊藤雅慶議員登壇〕 

○４番（伊藤雅慶） 御答弁ありがとうございました。ぜひよろしくお願いし

ます。 

 熊対策でもう少し言及させてください。 

 出没訓練ですが、熊の行動範囲は１日20キロメートルと言われております。

市町や県の境目を容易にまたぎます。そういったことからも、机上訓練だけ

ではなくて、実地訓練も含めた、いわゆる発見者の通報から現地捕獲までの

一連の訓練を、関係者を交えて全市町で行ってください。このほか、マニュ

アルの作成や、あと追跡用のドローンも必要かと思いますので、ドローンの

活用、あるいは熊用の盾、あるいは熊防止のヘルメット、そういったものの

整備、そして、事務がうまくいくことを想定して、緊急通報ダイヤル、こん

なものも用意したらどうかなと私は思います。住民にも、観光客にも分かる

ところに貼っていく。そういったところの開設なども幅広い対応をぜひ御検

討いただきたいなと思います。そのダイヤルであれば、例えば90で始まる数

字をいただいて、熊嫌、9018とか、あ、熊やって、908とか、そういったと

ころでぜひ考えていただくと皆さん分かりやすいかなと思いますので、これ、

御一考をお願いしたいなと思います。 
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 そして、次、（パネルを示す）この５番です。熊出没件数もお伝えします。

今年度の９月10日現在で48件ということで、昨年度の162件のペースよりも

鈍化していますが、ぜひ油断はしていただかずに、緊張感を持って前述の取

組をお願いいたします。 

 続いて、「針広混交林」化等による森林再生についてお話をさせていただ

きます。 

 なぜ野生動物が人里に下りてくるのか、有識者の多くの皆さんは山に餌場

がなくなったからというふうにも、それも一因やと言われます。私はさらに

様々な要因により個体数が増えて、先ほどの熊もそうですけれども、餌場が

足りなくなってきたのかな、そんなことも少し想像いたします。 

 そこで、私からは、森林管理の担い手が不足する中、熊をはじめとする野

生動物が再び山奥で住みやすい環境を構築すべく、森林組合等関係者や所有

者が既に管理しにくい場所、林道から離れた山奥等は天然更新化をさせて、

再び木の実をつける広葉樹林を造って餌場にすることも検討いただきたいな

というふうに思っております。これをすることで、先ほどのゾーニングが一

層効果的に働くものかと思います。天然更新や針広混交林化を進めることに

ついて、再度部長にお伺いします。 

   〔枡屋典子農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（枡屋典子） それでは、針広混交林化についてお答え申し上

げます。 

 森林は、野生動物の生息の場となるなど、生物多様性保全にも重要な役割

を果たしております。この機能を高める上で、針広混交林化は非常に有効な

取組であると県でも考えております。 

 このため、県では、広葉樹や下草などが茂る森林環境づくりに向けまして、

人工林を繰り返し間伐し、広葉樹の導入を促す針広混交林化にこれまで取り

組んでまいりました。 

 また、令和元年度からは、国の森林環境譲与税を活用しまして、市町が主

体となって林業経営に適さない人工林を針広混交林化する取組なども始まっ
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ておりまして、県は市町に対し、広葉樹の導入につながる間伐方法などの技

術的な助言を行っているところでございます。 

 今後も、野生動物とのすみ分けを図るゾーニングの考え方に基づき、人里

に野生動物が下りてこなくても生息できる環境整備に向け、針広混交林など、

多様な森林づくりを進めてまいります。 

   〔４番 伊藤雅慶議員登壇〕 

○４番（伊藤雅慶） 御答弁ありがとうございました。よろしくお願いをいた

します。 

 先日、三重県森林組合連合会の方からも、現場では刈り控えや刈っても植

えられない森林があること、新たな担い手確保が難しいこと、熊被害の危険

性があることなどの実態から、一部を天然更新することが現実的との意見も

伺いました。 

 中長期的な対策になるかも分かりませんが、熊をはじめ、野生動物が人里

に下りてこなくていい環境をつくっていくことが必要だと思います。関係者

がおっしゃる現実的な問題も受け止めながら、人も動物も共存共栄できる森

林環境を再構築していただくようお願い申し上げ、最後の質問に移ります。 

 ４番目の質問であります。 

 南海トラフ地震の発生確率が、今後30年以内に60％から90％程度以上と高

い割合を示す中、近年、災害が激甚化、頻発化しています。県行政において

は、国や市町、関係組織、団体等と連携し、防災・減災、危機管理体制の強

化を図りながら、県民の命と暮らしを守っていただくよう切に願います。 

 このような中、各消防本部と共に、地域防災を中心的に担っていただいて

おります消防団の団員数が、人口減少や少子化、働き方改革や価値観の変容

などから減少しています。 

 全国においては、令和６年４月１日現在、消防団員数は約74万7000人と、

３年間で約６万人減少したと伺いました。 

 三重県においても、本年４月１日の調査では、定員数１万3880人に対し、

団員数は１万2111人と、約87％にとどまっていることから、団員確保は喫緊
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の課題であると考えます。 

 このような実態を踏まえ、総務省消防庁は令和７年１月に、消防団員の確

保に向けたマニュアルを策定しました。本マニュアルは全93ページあり、全

ては御紹介できませんので、（パネルを示す）大きく九つにまとめられたポ

イントだけ紹介します。 

 まず１番、地域の現状を把握する、２番、消防団の魅力を明確化する、３

番、認知度や関心度を高める、４番、機能別団員・機能別分団制度を活用す

る、５番、事業所との連携、６番、大学等との連携、７番、地域との連携、

８番、消防団の負担軽減等の働き方改革を進める、９番、ハード面等の環境

整備を進めるであります。このように、国では課題整理が行われました。 

 ここで、団員の声を一部紹介しますと、会社員の方からは、勤務時間中の

訓練、災害で席を離れるのが難しい。交代勤務も多く、訓練や大会の日程が

合わない。自営業の方からは、仕事に追われ、活動が大変との意見が出まし

た。 

 また、関係者に伺った話では、現在の運転免許制度において、所属分団の

ポンプ車が運転できない方も多く、準中型や中型の取得に要する時間や労力、

費用が必要になることから、予算面や車両更新などで支援を求める声があり

ました。また、団員の待機場所を整備する際の補助制度がなく、環境改善が

図れない、そんな声も聞きました。 

 このほか、様々伺いましたが、やはりさきのマニュアルの５番関連として、

消防団活動に御協力いただく事業者等の優遇措置をさらに手厚く、活動しや

すい環境をつくることが必要だと感じました。また、８番、９番についても、

各地域関係者の意見をしっかりと聞いていただいて、実態把握に努めて、必

要な予算の確保も含めた消防団活動の環境整備に努めることが重要だとも感

じました。どうか本気で取り組んでください。よろしくお願いします。 

 県として、団員確保に向けて国のマニュアルをどう生かすのか、現状と課

題、展望にも触れながらお伺いします。 

   〔田中誠徳防災対策部長登壇〕 
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○防災対策部長（田中誠徳） 消防団員の確保に向けた取組について御答弁い

たします。 

 県では、毎年、県内全ての消防団、市町との意見交換を実施しまして、消

防団員の現状を把握するとともに、県消防協会及び市町と連携し、消防団員

の確保に向けまして、女性、学生、機能別団員の入団促進や活動環境の整備

などによる退団抑制など、様々な取組を行っております。 

 御質問にございました、国が令和７年１月に作成した消防団員の確保に向

けたマニュアルには、防災フェスや駅構内など多くの県民の目にとまりやす

い場所での広報や、消防団詰所による女性更衣室の整備、資格取得への補助

など、これまで一応本県が取り組んできた内容が含まれるとともに、県内市

町における優良事例が複数紹介されております。 

 例えば、事業者との連携につきましては、引き続き県入札制度における加

点措置や消防団協力事業所への継続的な表彰制度、企業等に向けた消防団活

動への理解、協力促進における市町支援を行っていくとともに、多くの店舗

に御協力をいただいている消防団応援の店の周知に取り組んでまいります。 

 ほかにも、ハード面等の環境整備につきましては、車両、資機材、安全装

備品等の整備などについて支援を継続してまいります。 

 引き続き、マニュアルの趣旨に沿いまして、ハード、ソフト両面での市町

支援や多様な主体との一層の連携に取り組むとともに、国に対し財政支援を

要望するなど、消防団員の確保を支援してまいります。 

   〔４番 伊藤雅慶議員登壇〕 

○４番（伊藤雅慶） ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 次に、誰もが適切に避難できる体制整備についてもお伺いします。 

 私が、防災県土整備企業常任委員会に所属させていただいた２年前から、

本件について様々提案をさせていただいております。内容によっては平時の

多文化共生の役割も果たすものと考えますが、情報保障としてやさしい日本

語の活用や多言語の対応、相談窓口の設置、外国料理店等への支援協力依頼、

公共や民間と連携したデジタルサイネージの活用による緊急情報割り込み配
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信、公式防災アプリなどであります。アプリによる避難誘導は、知事の強い

御意向もあり、みえ防災ナビとして導入されており、大変感謝をしておりま

す。さらなる機能向上として提案をしております音声ナビ機能や多言語への

簡単な切替え、こういったところも早く導入していただきたいなというふう

に思っております。あと、デジタルサイネージの防災への活用も公共性の高

いところから適宜導入をしていただきたい、そんなことも思っております。 

 以上、国籍問わず、誰もが適切に避難できる体制整備として申し上げまし

た具体策についての取組状況を教えてください。 

   〔楠田泰司環境生活部長登壇〕 

○環境生活部長（楠田泰司） 私のほうから、まず、外国人住民の適切な避難

に向けた取組について答弁をさせていただきます。 

 まず、台風が本県に接近するなど、災害への注意を促す必要がある場合は、

多言語で生活情報を提供しています、ＭｉｅＩｎｆｏと呼んでおるんですが、

そういった多言語のホームページで外国人住民に注意を呼びかけております。 

 また、本県に震度５強以上の地震が発生するなど、大きな被害が見込まれ

る場合には、みえ災害時多言語支援センターを設置しまして、災害情報をや

さしい日本語を含む多言語で発信をしております。 

 このほか、市町と連携しまして、外国人防災リーダーを育成しています。

外国人防災リーダーの方が、例えば避難所での外国人受入れ訓練にも参加し

まして、通訳や翻訳などを行っております。 

 今年度は新たに、これまで育成した外国人防災リーダー同士のつながりや

出身国の大使館、領事館とのネットワークづくりを進めまして、災害時に関

係者が連携した支援ができる体制づくりに取り組むこととしています。 

 また、避難所での外国人受入れ訓練を通じまして、日本人住民と外国人住

民がコミュニケーションを取りまして、互いに助け合える多文化共生社会づ

くりを進め、誰もが安全に安心して避難できる体制の強化に取り組んでまい

ります。 

   〔田中誠徳防災対策部長登壇〕 
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○防災対策部長（田中誠徳） 防災アプリの機能追加とデジタルサイネージの

活用について御答弁いたします。 

 現在、県が運用している防災アプリ、みえ防災ナビは、日本語のほかに８

言語に対応しておりまして、外国人の方に利用していただくため、先ほど環

境生活部長の答弁にございました外国人向けホームページのＭｉｅＩｎｆｏ

での紹介や外国人を対象とした防災セミナーにおいて使い方の説明を行って

おります。 

 アプリは令和６年11月の運用開始後も、分かりやすい防災情報の提供を目

指しまして機能追加を行っており、本年６月には目が見えづらい方に防災情

報を提供する耳で聴くハザードマップとの連携を行いました。 

 現在、避難先への地図による道順案内を提供しておりますけれども、音声

による案内も追加してほしいとの御要望も寄せられておりますので、多言語

に対応可能な地図アプリとの連携について、年内をめどに機能追加をいたし

ます。 

 また、言語切替えにつきましては、アプリを起動させるスマートフォンの

オペレーションシステムによって設定方法が異なりますので、現在、県の

ホームページで切替え方法の案内を掲載しておりますので、その周知を行う

ことで対応したいと考えております。 

 次に、デジタルサイネージによる防災情報の提供でございますけれども、

多くの方が集まる場所での効果的な情報提供の一つと考えています。現在、

四日市市において市内の公園に設置したデジタルサイネージによる情報提供

の取組が行われており、本年度には災害情報共有システムのＬアラートとの

連携が行われる予定でございます。 

 こうした取組成果を県でも注視するとともに、国が防災技術を有する企業

と自治体との間をマッチングする防災×テクノロジー官民連携プラット

フォームというのがございまして、そこでもデジタルサイネージについての

情報を収集し、その活用手法を調査していきたいと考えております。 

   〔４番 伊藤雅慶議員登壇〕 
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○４番（伊藤雅慶） 両部とも前向きな御答弁、本当にありがとうございまし

た。引き続きよろしくお願いをいたします。 

 三重県は外国人材の確保や、あるいはインバウンドを推進しています。そ

の背景を踏まえて、誰もが安全に避難できる体制整備、さらに進めていただ

きたいなというふうに思っております。 

 再び消防団員の確保に話を戻しますが、９月12日に県北部を襲った豪雨災

害では、四日市市に甚大な被害をもたらすと同時に、地元菰野町にも大きな

被害をもたらしました。（パネルを示す）菰野町では、時間雨量最大値で

137.5ミリを記録し、床上床下浸水や護岸並びに道路のり面の崩落等が複数

発生しました。（パネルを示す）この右の写真が知り合いから送られたんで

すけれども、もう川になっています。これ、ミルクロードでありました。今

回の豪雨災害により被害に遭われた全ての皆様に心よりお見舞い申し上げま

す。 

 床上浸水被害に遭った菰野町の御夫婦からは、店舗入り口に水が見る見る

流入する中、近所でお店をしている消防団ＯＢの方が、豪雨の中、駆けつけ

てくれて、水をかき出してくれたこと。その後、消防団員の方も合流してい

ただいて、一緒に水かきや土のう積みをしてくれたこと、そして何よりその

消防団員の方がずっと大丈夫やでなと声をかけてくれたことが本当に心強

かったというふうにおっしゃってみえました。私も消防団のＯＢとして大変

誇らしく、うれしく感じたところでもございます。 

 団員の皆様、本当に仕事や子育て等でお疲れの中、地元地域のために全力

で、時に命がけで御活動いただいておりますことを、県民の１人としてこの

場から、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。どうか御

自身と御家庭の安全を最優先で活動してください。また、県民の皆様には、

消防団活動並びに団員確保に向けた取組に今後とも御理解いただくようお願

い申し上げ、早口になりましたが、私の質問を終結いたします。ありがとう

ございました。（拍手） 
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休          憩 

○副議長（森野真治） 暫時休憩いたします。 

午後２時10分休憩 

                                    

午後２時20分開議 

 

開          議 

○副議長（森野真治） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○副議長（森野真治） 県政に対する質問を継続いたします。43番 中森博文

議員。 

   〔43番 中森博文議員登壇・拍手〕 

○43番（中森博文） 皆さん、こんにちは。本日は中秋の名月でございまして、

６期トリオのトリとして登壇させていただきました。自由民主党会派の名張

市選挙区選出の中森博文でございます。よろしくお願いいたします。 

 議長のお許しをいただきましたので、一般質問させていただきます。 

 先週の３日深夜、名張市の国道165号で高校生を含む男女５人が死亡し、

１人が重傷を負った痛ましい事故が発生しました。お悔やみとお見舞いを申

し上げ、いま一度、交通安全の意識を高めてまいりたいと存じます。 

 さて、一昨年の全国都道府県議会議長会創立100周年に、女性や若者、勤

労者など、多様な人材が参画できるよう取り組むとの宣言がございました。 

 そのことを受けまして、議会改革推進会議の会長、故三谷議員、幹事長の

私の関係もあって、三谷さんの御了解を得て、全国都道府県議会議長会に対

しまして、懇談会の設置をお願いさせていただいたところ、中森さん、それ

はちょっと難しいんちゃうかというようなこともありましたけれども、頑

張ってというような励ましの言葉もいただきまして、そのことを受けまして、

我が県議会の杉本熊野議員の御尽力によりまして、多様な人材が輝く議会の
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ための17の提言をまとめていただきました。昨年、稲垣前議長の下で実践が

始まりました。 

 また、今年の３月、故三谷会長から私に議会改革シンポジウムの参加へ、

中森さん、大丈夫やろうかな、来てくれんねんやろうかなと、こんなお言葉

をいただき、私から、富山県、石川県、福井県、佐賀県、北海道の各議会の

議長をはじめ、元議長など、多くの議員の出席を得ることができまして、

ほっとされていました。よかったわと、こういうことです。こう思い出され

るわけでございまして、改めて故三谷議員の御冥福を心からお祈り申し上げ

ます。 

 さて、一見勝之知事におかれましては、２期目の御就任、誠におめでとう

ございます。引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 また、今回、新たに御当選されました４人の議員の仲間の皆さん、よろし

くお願いいたします。 

 今回も江戸川乱歩の話をと思ったんですけれども、今回は名張のまちづく

りに大きく貢献されました藤堂高吉公の、藤堂の話をさせていただきたいな

と。藤堂といえば、ある人は九州の博多の藤堂さんか、ちゃうちゃうちゃう、

議会の藤堂さんか、ちゃうちゃう、藤堂高吉公であるということを冗談で話

をしておりました。 

 このたび、来年放送予定のＮＨＫの大河ドラマ「豊臣兄弟！」において、

ドラマの主役である羽柴秀長の養子として深い関係がございまして、名張市

の歴史と文化を広く発信する絶好の機会と捉え、藤堂高吉公の顕彰会が立ち

上がりました。 

 高吉公顕彰会では、江戸時代の初期の武将でございまして、名張藤堂家の

祖である高吉公の功績を広く周知し、そのゆかりの地を守り、後世に伝える

とともに、郷土愛と先人を敬う心を育む活動が始まっております。御覧いた

だきたいと思います。（パネルを示す）これは名張藤堂家邸跡の前で、うち

の市長と、もう一人、お持ちの方は、会長に就任されました、はなびし庵と

いって、影絵で有名な劇団ふたりの御主人でございます。 
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 先月、藤堂高吉公を象徴する、先ほどののぼりが50本作られまして、名張

藤堂家邸跡、菩提寺であります徳蓮院、寿栄神社、宇流冨志禰神社など、高

吉公にゆかりのある場所に設置されております。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄

弟！」に、名張市をはじめ、藤堂家ゆかりの地が放映されることを御期待い

ただきたいと思います。 

 それでは、通告に従い質問させていただきます。 

 まず最初に、新内閣についてでございます。 

 一昨日、自由民主党総裁選挙により、高市早苗氏が第29代自由民主党新総

裁に就任しました。また、来週の臨時国会で、新首相の指名選挙が行われ、

高市早苗総裁が第104代内閣総理大臣に指名されることが確実と報道されて

おります。 

 昨年10月の一般質問で、就任早々の石破総理への知事の思いをお聞きしま

した。知事からは、特に地方創生に期待するとのコメントをいただいたとこ

ろでございます。 

 そこで、新内閣に何を期待されるのか、知事の思いをお話しいただければ

と思います。 

   〔一見勝之知事登壇〕 

○知事（一見勝之） 首班指名の国会が、15日からひょっとしたら延びるかも

しれないという議論がある中でございまして、新総裁御誕生に当たって、私

の考えをまず申し上げたいと思います。 

 希望することは、一番大きいのはやっぱり少数与党の解消ということでご

ざいまして、もともと少数与党というのは、これ、ある意味言語矛盾みたい

なところがありまして、ヨーロッパでもいろんな政党があります。ドイツと

か、フランス、イギリスもそうなんですが、与党を形づくるときには、政党

同士が議論して多数をつくるというのが通常でございまして、少数与党であ

れば予算も法律もなかなか通せないので、安定化がないというのが一番の問

題です。私、海上保安庁で安全保障をやっていまして、当時、安倍政権でし

たが、当時の対外政策を担当する内閣官房副長官補といろんな議論をしまし
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たけど、やっぱり安定政権というのは非常に重要だというふうに思いました。

いろんな国があります。一党独裁に近い国家もありますし、長期独裁的な政

権を続けている国家もありますが、日本はそういう国々と伍してやっていか

なきゃいけないということでありまして、そういう国々としっかりとやって

いくためには、安定的な政権が必要だと思いますので、少数与党の解消をま

ずやっていただきたいと思っております。 

 それから、やっぱり今回、知事選挙でも思いましたが、若い層をどうやっ

て取り込んでいくのかということも非常に重要だなと思います。 

 その上で、総理となられた場合に、私どもとしてお願いをしたい点は、

やっぱり一番大きいのは人口減少対策でございます。フォン・デア・ライエン

欧州委員会委員長は、ドイツの大臣をやっておられたとき、出生率の上昇に

つきまして心を砕かれて、実現もされました。 

 今回の総裁選で、人口減少についての議論が５人で闘わされたというのが

なかったのは、非常に残念であります。東京は東京で、これはオリンピック

ゲームをやってもらわなきゃいけない、人材も企業も集めてって、それはそ

うなんですけど、もはや地方には東京に人材を送り出す機能、インキュベー

ター機能というものがなくなってきているというふうに思います。それは結

局、国力の低下につながりますので、全国知事会議でも議論していますけど、

知事会議の議論は実は東京対地方って感じになっていまして、これは決して

日本にとっていい話じゃないと思っています。国がさばかないと駄目なんだ

と思うんですけれども、まだ国が、例えば人口減少対策庁をつくって、東京

にとってはこう、地方にとってはこうということをやっていただいていない

ので、ぜひ新内閣にはそれに取り組んでいただきたいという思いが強いです。 

 また、女性初の内閣総理大臣になられるということでありましたら、ジェ

ンダーギャップの解消にもぜひ前向きに取り組んでいただきたい、これ、人

口減少対策の中の一部かもしれません。 

 それから外国人政策、これは総裁選のときに議論があったと思います。知

事会議で私も提案しましたけど、国がメッセージを出すべきでありまして、
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そこのメッセージはやっぱり国としてまだ足りていないような気がしますの

で、そこをしっかり出していただきたいということと、もう一つは、やや

ちっちゃな話になりますけど、太陽光発電への対応、これは高市新総裁も総

裁選のときにお話をされていましたので、太陽光発電への対応も含めまして、

自然再生エネルギーをどうするのかということを国としてしっかりと提案し

ていただきたいと思います。 

 三重県は三重県の考え方を打ち出しましたけど、やはり自然再生エネル

ギーをどうするのかというのは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関

する特別措置法もありまして、国が考える部分が非常に大きいんですね。と

いうか、国じゃないと決定できないと思います。 

 私は県議会の提案もいただきながら、三重県の方針を出しましたけど、洋

上風力発電の撤退を三菱商事もするということになりました。であれば、ど

うやって自然再生エネルギーを継続的に伸ばしていくのか。太陽光発電につ

いての規制を国がするのであれば、どんな形で再生可能エネルギーの実現を

するのか、そういったことも御議論いただきたいなというふうに思っている

ところでございます。 

   〔43番 中森博文議員登壇〕 

○43番（中森博文） 御答弁ありがとうございました。 

 幸いにも私は総裁とは接点がちょっと多いので、機会をつくって、知事の

思いをお伝えさせていただきたいと存じます。 

 私からも一言、３度目の挑戦で、高市早苗新総裁の誕生、心からお喜び申

し上げたいと存じます。政治に関する国民の信頼回復はもとより、本年11月、

自由民主党結党70年、自主憲法制定の精神に立ち返り、安倍晋三元総理の志

を継承し、強い国力と日本の未来を守り抜くとの決意の下、国のかじ取り役

と経済政策、地方創生をしっかりと行っていただくことを大きく期待するも

のでございます。 

 今、お話がありましたように、地方においては財源がやはりどうしてもつ

きものでございまして、国による交付税であり、いろんな補助金であり、制
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度、国から地方に対する思いを我々は要求するわけで、国からもしっかりと

構築していただかなくてはいけないと。いわゆる、補助金であれ、交付金で

あれ、財源がないと国もなかなか難しいわけでございまして、その点、なか

なか国民の思いと、願いとか、期待するところと、なかなか整理がしにくい

部分があるのではないかなということも含めまして、去る７月30日に、与野

党６党におきまして、ガソリン税の暫定税率の廃止について合意されており

ます。今後、代替財源の確保はどうなるのかなと、ガスの流通やら、地方財

政の影響などがどうなるのかな、こんなことが懸念されているところでござ

います。 

 そこで早速、８月８日、全国石油商業組合連合会常務の講師によりまして、

暫定税率廃止等についての研修会を実施しました。研修会では、自由民主党

の３会派の議員をはじめ、石油関係団体、市町議会の議員、県当局の職員も

御参加いただきました。 

 実は、平成21年に税制改正によりまして、道路特定財源制度は廃止されて

おります。ガソリン税及び軽油引取税が一般財源化されたというのは、もう

承知のとおりでございますけれども、この結果、2010年４月以降、暫定税率

は廃止されたといえども、当分の間、現行税率水準で53.8円を維持するとの

ことで実質暫定税率が維持されているという、数字的にはそうなっておりま

す。 

 このパネルを御覧いただければありがたいんですけれども、（パネルを示

す）ちょっと表が見にくいんですが、口で言いますけど、これはいわゆるガ

ソリン税でございまして、これが関係する軽油引取税なんですね。軽油引取

税は今は議論されておりませんけど、大いに関係することから、この表を見

ていただいて、私のほうで少し説明をさせていただきたいと思います。 

 本則税率でいきますと、ガソリン税、つまり揮発油税24円30銭、地方揮発

油税4.4円とありまして、これ、ちょっと見にくいですけれども、28円70銭

が上乗せされまして、これがいわゆる道路特定財源なんですね。上乗せ分で

25.1円がありまして、そうすると、本則と上乗せを足せば、53円80銭と、こ
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ういうことになるわけです。この辺、ちょっとややこしいですけれども。 

 それで、金額に直すと、ここですけれども、ガソリン税だけでも約１兆円。

軽油引取税は大いに関係するので、この下ですけれども、これを合わせ、約

5000億円が加わると約1.5兆円になるわけです。 

 これは地方の道路整備やら維持管理などの重要な財源となってございまし

て、このうち地方の財源は、改めて軽油引取税及び地方揮発油税の325億円

と4793億円という、足し算すれば今申し上げた約5000億円になるわけです。 

 こんなことから、全国知事会におかれては、また、全国都道府県議会議長

会も、７団体から、いわゆるガソリンの暫定税率廃止については、安定的な

行政サービスの提供及び財政運営を担う地方への影響等を十分に考慮して、

財源論なき減税が行われることのないよう、緊急提言がございました。 

 しかしながら、国税であるガソリンの暫定税率が廃止された場合、さっき

言いましたバスやトラック、農林水産業の燃油である軽油、これ、軽油より

ガソリンのほうが安くなってしまうことになりますので、ガソリンを買って

いる人はそれでいいんでしょうけれども、普通の産業系からすると、一体ど

うなってんのやと、軽油のほうが安いはずやんかと、こんなことで、いろい

ろと議論が広がるのではないかなと。これが問題で、軽油に課せられる県税、

軽油引取税についても暫定税率廃止に伴いまして、検討されていくのではな

いかなと、こんなことを予期というか、心配をするわけでございます。 

 ここでお尋ねするんですけれども、当然、これ今、合意していますし、新

総裁もこの点については異論を申していませんので、ガソリン税等の暫定税

率が廃止された場合、軽油引取税もありますので、ガソリン税等としていま

すけれども、全ての暫定税率が廃止された場合、県税への影響、これ、国税

は分かりましたけど、三重県への影響はどの程度になることが想定されるの

かなと。あわせまして、財政当局はどのようなお考えを持たれておるのかな

と、御所見をお伺いします。 

   〔後田和也総務部長登壇〕 

○総務部長（後田和也） ガソリン税等の暫定税率が廃止された場合の県への
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影響ということで、御質問をいただきました。 

 先ほど、議員のほうからも御説明いただきましたように、いわゆるガソリ

ン税というのは、揮発油税と地方揮発油税、これを指しますが、暫定税率が

廃止された場合、地方揮発油税を財源とする地方揮発油譲与税というのがご

ざいまして、こちらのほうが地方へ配分されているということで、本県への

影響額は、令和７年度当初予算ベースで、約４億円程度ではないかというよ

うなことで見込んでおるところでございます。 

 また、県への譲与分とは別に、県内市町への譲与分として、約2.6億円の

減収が見込まれるのではないかというふうに考えております。 

 この減収の補塡については、令和７年８月１日に提出された、いわゆるガ

ソリン暫定税率廃止に関する法案では、地方揮発油税の減少に伴う地方公共

団体の減収の全額を補塡するために必要な措置を講ずるとされているところ

でございます。 

 一方、現在は具体的な法案にはなっておりませんが、地方税である軽油引

取税の暫定税率においても廃止ということになれば、本県へは随分大きな影

響がございまして、約107億円の減収になるのではないかというふうに考え

ております。 

 これらの減収は、県財政に大きな影響を与えるものですが、現行の制度で

は、地方交付税制度の中で減収となった分については補塡されるのではない

かなというふうには考えております。 

 国においては、暫定税率の廃止における代替財源についての議論が十分さ

れることと思いますが、もし地方財源が確保されなければ、地方の安定的な

行政サービスの提供及び財政運営に多大な影響がございます。 

 本県では、今後とも国の動向を注視しつつ、全国知事会等を通じて、国・

地方を通じた安定的な財源を確保することを前提に、将来世代の負担にも十

分配慮の上、責任ある議論を丁寧に進めていくことを強く求めていきたいと

考えているところでございます。 

   〔43番 中森博文議員登壇〕 
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○43番（中森博文） ありがとうございました。 

 ガソリン税だけの影響というのは、比較的少ないのかなと感じますけれど

も、問題は軽油引取税ですね。三重県にとっても、県内市町にとっても非常

に大きな影響が出るということ。こういうことをあらかじめ心配はしたもの

の、国のほうでやってくれるんちゃうかと、こんなことを期待はしています

けれども、やっぱり担保が今のところないので、議論を深めていただかない

と、不安だけが走って心配するところでございます。 

 もう一つ、物価高騰による補助金というのが出ていまして、ガソリンやら

軽油に10円、暫定税率は関係なしに補助金が出ているのは、値段を下げると

いう。補助金を出している、歳入が減って補助金を増やすと、こんなことを

しないと何か逆転現象、財源はないのに補助金だけ増やしていくという、国

にこんな非常に厳しいことをしてもらわなくちゃいけないのかなと。 

 聞くところによると、与野党の協議では、ガソリンスタンドの負担を回避

するために、現在、政府、経済産業省が元売会社に出しているガソリンの補

助金を現行のリットル当たり10円から一定期間内に25円10銭まで増額して、

円滑に移行する方法を検討しているようですが、要するに補助金を増やして、

あまり差のないようにということでしょうけれども、ガソリンの値段が少し

下がって補助金を増やしていく、下がって補助金を増やしていくという、こ

んなことを作業されるというのはあるんですけれども、結局、物価高騰の対

策、リットル当たりの補助金がいずれはなくなれば、ガソリンスタンド、

サービスステーションのガソリン価格は期待するほど下がらへんのではない

かなと、こんなことを懸念するわけです。何を求めているかというのは、ガ

ソリンを安くしてほしい、軽油を安くしてほしいというのは所期の目的で、

結果的に消費者、ドライバーは、何やってん、ガソリンスタンドを見たら、

値段がそんなに下がってへんやんかと、こんなことが現実になった場合、あ

の政策は何だったかというように問われるおそれがあるのかなというふうに

私は心配をしております。こんな心配をしても仕方ないといえばそうなんで

すけれども、あらかじめ、それこそ知っていただくことが大事でございまし



－1202－ 

て、しっかりと動向を、推移を見守る必要があるのではないかなと、このよ

うに思います。 

 ちょっと話が変わりまして、秋になりますと、地元伊賀地域では、新米の

季節でございまして、おいしい新米が出回っております。これまた消費者の

方々にとりましては、昨年からお米の値段が上がっていまして、物価が大き

く影響をしているふうに聞いてございます。 

 私ども、生産者であるほうからすると、去年までは、消費者米価が上がっ

て、生産者米価が実はそう上がっていなかったんです。だから、どうなのか

なと気になっていたんですけれども、今年のＪＡからの概算金、これ、価格

が発表されまして、三重県産コシヒカリで30キログラム、１袋１万4500円と。

私たちの伊賀米コシヒカリは一等米１万5000円、500円ちょっと高いんです

けれども、しかし、これ、翌年度、翌々年度で精算されると、精算金を頂戴

するんですけれども、最終決算の精算金で1000円以上プラスになることもあ

るんです。そうすると、実勢価格の生産者から消費者にお渡しすると、当然、

ちょっと中森さん、米を分けてくださいよと。安い値段は概算払い以上にな

りますので、１袋１万7000円が相場かなと、こんな話も聞いているわけでご

ざいます。高いか安いかは別として、１袋１万7000円って思って新聞広告を

見るんですよ。ＪＡいがふるさとのひぞっこというところで、新米が出ます

といって、１袋何と２万5800円という値段。えって。２万5800円で売られて

いました。そんな状況で中間の価格が非常に大きいのではないかと気になる

ところでございます。 

 お米といえば、実はお酒なんですね。私は比較的どちらかというと、お酒

のほうを求めているほうなんですけれども、どうなることかなと。酒米は酒

造好適米というんだそうでございまして、いわゆる山田錦、神の穂や五百万

石です。こういう三重県のお酒は非常に、国内はもとより海外でも高い評価

を得てございまして、三重県内各地でもお米を使った特色あるお酒が造られ

るということで、地域活性化にも取り組まれているわけであります。 

 酒米と言われる酒造好適米は、一般食用米とは違うんだそうです。品種が
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違うというのは、要するにお酒にするためには精米といいまして、普通２割

の精米ですけど、３割、４割、５割と精米して、小さくして、そこにいわゆ

るこうじ菌が入っておいしいお酒ができるわけなんですけれども、酒米を造

る人は、実は食用米よりかは高い値段で、そうしないと採算が合わない、

やってくれないということで、あと、一般のコシヒカリの反収は、令和５年

度の平均で一反当たり8.5俵の生産高で、酒米の山田錦は5.9俵と、低いとい

う、そんなことで、作りにくいわ生産量は少ないわということで、やはり単

価を非常に高くしないと、酒米を作る人が少ないと。今年のように、どんど

ん食用米の値段が一定上がってきましたので、酒米を作る人、大丈夫かなと

いうことで、酒米を作ってくれるのかなということを心配するようになりま

した。 

 酒造の会社は、お酒の４割がお米代ですので、酒米代が上がれば、いわゆ

る生産コストが上がるわけで、価格転嫁が非常にしにくいと言いながら、何

か支援が必要ではないかなと。 

 こんなことでいろいろと今回、三重県酒造組合から請願が出されているわ

けであります。請願につきましては、それぞれの委員会で審議をするわけで

ございます。私もその所管の委員ですので、この場は農林水産部へお尋ねさ

せていただきたいと思います。 

 酒造業の継続に向けた酒造好適米、いわゆる酒米の安定供給について、県

当局の御所見をお伺いいたします。 

   〔枡屋典子農林水産部長登壇〕 

○農林水産部長（枡屋典子） それでは、酒造好適米、いわゆる酒米の安定供

給についてお答えをいたします。 

 本県では、稲作に適した気候を生かしまして、山田錦ですとか、神の穂な

どの酒米が生産されまして、これらを使って県内の酒蔵で仕込まれる三重の

お酒は、国内外のコンテストで数多く入賞するなど、三重県を代表する産品

の一つとなっております。 

 県では、県内の酒蔵が求める酒米の安定供給に向けまして、ＪＡなどの農
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業関係団体と連携しまして、適切な肥料の散布や病害虫防除などの技術を指

導する、生産者向けの研修会の開催や作付した水田の巡回、それから翌年度

の収穫量の増加や品質の向上につなげるための課題の洗い出しと対策の共有

などに継続して取り組んでまいりました。 

 また、県内の酒蔵による新たな三重の酒づくりに貢献できるよう、酒づく

りに適しており、収穫量が多い特徴を兼ね備えた三重県オリジナル品種の神

の穂、これの普及拡大にも取り組んでまいりました。 

 こうした中、最近の主食用米の価格高騰の影響によりまして、一部の生産

者からは酒米の作付を減らして主食用米に変えたいとの声も聞かれ、三重県

酒造組合から県に対し、酒米の安定供給体制の構築を求める要望もいただい

たところでございます。 

 このため、県では、国の令和８年度予算で要求されております酒米の生産

者への支援を効果的に活用し、適切な肥料の散布ですとか、省力栽培技術を

推進し、酒米の収穫量と品質の向上を図り、作付の継続につなげていきたい

というふうに考えております。 

 また、県の農業研究所におきましては、三重県酒造組合との共同研究によ

りまして、面積当たり収穫量が多いなどの特徴を持つ普及価格帯向けの品種

と、それから純米大吟醸などに使われる高級酒向け品種の二つの新品種の育

成を進めておりまして、それぞれ令和11年度と令和13年度での品種登録出願

を目指しているところでございます。 

 今後とも、関係機関と連携しながら、酒米の安定供給体制の構築に向けた

取組を進めてまいります。 

   〔43番 中森博文議員登壇〕 

○43番（中森博文） ありがとうございます。 

 作況指数というのがもう今年で最後でございまして、今年は私のほうはや

や良と。さらに、夏場が暑過ぎたもんで、いわゆる一等、二等、三等、それ

が平均でいくと、一等米が昨年並みであったそうですけれども、伊賀米コシ

ヒカリにおいては34％、３分の１ぐらいしか一等米がなかったということで、
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非常にＪＡは危惧しておりました。でも、一等米と二等米がどう違うかとい

うのは、そんなに変わらないというふうに私は思っていますけれども、中森

産米は一等でございましたので、ここだけの話ですけど。そんなことで、

ほっとしているところでございますが、酒米、しっかりと対策を講じて、お

いしいお酒を世界に発信できるようにお願いをしたいなと思います。 

 さて、「空き家」対策について少し話をさせていただきますが、名張は

ベッドタウンで、当然今は空き家が多くなったということで、これはもう言

うまでもございませんし、老朽している空き家は、防犯、防災、景観、衛生、

非常に心配なところが多いんです。空き家率というのは、三重県は平均を上

回っていると、多いということです。ただ、空き家のリスクだけじゃなしに、

活用可能な地域資源としての空き家もあるわけでございますので、その両面

から今回質問させていただきたいと思います。 

 まず、放置される「空き家のリスク」についてのほうなんですけれども、

ほとんどの市町で耐震性のない空き家につきまして、除却に対する補助を

行ってございます。 

 三重県の木造住宅に関係する耐震改修等の補助金ですが、（パネルを示す）

このようになってございまして、県のほうで分かりやすく表にしていただい

たんですけれども、一番左上、耐震診断というのがありまして、これは診断

するんですけれども、令和７年度よりか増額。耐震設計というのがありまし

て、これも県・市町で各８万円の上乗せですね。補強工事、これも上限額25

万円から50万円。４番目が耐震性のない空き家除却。この青色のが大きいと

いうことは、除却は個人負担が多くて補助金が少ないと、こういう状況に

なっているところでございまして、ほかは大分膨らんできまして、除却だけ

はちょっと据置きになってございます。この点について、県で耐震性のない

空き家の除却に対して市町に間接補助を行っております。補助を始めた平成

28年度以降10年間、上限額は据置きと。人件費や物価の上昇を考えるに、見

直しが必要ではないかなと思います。御所見をお伺いいたしたいと思います。 

 続けて、地域資源としての「空き家の活用」についての提案ですけれども、
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最近、二地域居住というんですね、セカンドハウスとかいいますけれども、

二つの住宅を持つということで、国においても法律を改正して、広域地域活

性化のために二地域居住というのを進めている。関係人口が増えることに

よって地域活性化を考えると。 

 令和７年、今年の１月に全国都道府県議会議長会から政府与党に提言を

行って、令和７年６月に政府から出された地方創生2.0基本構想の中でも盛

り込まれております。 

 現時点で、空き家に対するリフォームの助成金があるんですけれども、こ

れは移住が条件、要するに住民票を移さなあかんと。これは市町からすれば、

住民票を移してもらわな、住民税が増えへんからなと、こんなことを言うの

は当然ですけれども、二地域居住に対象を広げれば、関係人口の創出による

地域活性化と、同時に空き家の抑制にもつながるのではないかなと。現行の

空き家リフォーム助成の住民票要件、これについてはいかがなものかなと。 

 このように申し上げながら、空き家のリフォームと古民家再生というのは

ちょっと関係がありますので、去年、建築基準法の改正の話をさせていただ

き、繰り返しませんけれども、古民家を再生する構造審査というのは非常に

難しいという、空き家をうまく使うためには申請手続が要るので、耐震補強

をしたり、リフォームしたりする、（パネルを示す）こういう古民家再生協

会による古民家再生サポートセンターというのが、この表にありますように、

この関係で、大規模なリフォームになっても確認申請ができますよと。だか

ら、スムーズな古民家再生ができるような仕組みができまして、まだまだ前

例が少ないですけれども、これから古民家の再生をし、空き家をうまく活用

して、資源としてどんどんこれから展開すれば、良好なまだまだ使える建物

が再生し、活用できるのではないかなと、このように思うので御承知おきい

ただいて。 

 あるいは、古民家を再生することによりまして、この二地域居住というの

と関係するというんですけれども、新しいプロジェクト、スムヤドスムとい

うのがありまして、住居、宿泊という建築的類似性を生かして、リフォーム
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された空き家を再活用、そして住まいにするか、泊まる場所にするかという

ことを工夫すれば、居住以外のインバウンドのための日本家屋ならではの付

加価値のある宿としても活用できるなと、こういうことで今、少しずつ広

がっているのかなという。 

 今回の提案は、この活用の仕方を、さらには常時は宿にして、非常時、災

害のときに仮設住宅として利用も可能ということでございます。リフォーム

された空き家を大規模災害時の被災地住宅として、備えとして、さきに中嶋

議員からも御紹介のあった、みなし仮設住宅の取組と併せて、災害時の仮設

住宅としてストックしてはどうかなと、こんな提案をさせていただきたいと

思います。 

 ちょっと分かりにくかったので、整理すると、一つは、移住促進として、

空き家、古民家そのものを再生するのはまず前提です。もう一つ、関係人口

の創出として、二地域居住の住まいとして活用する。さらに、大規模災害の

備えとして、被災者住宅の対策としてストックをする。常時は、居住以外の

インバウンドのための日本家屋ならではの付加価値のある宿としての活用を

すると。地域資源としての空き家の活用策を提案させていただき、さきの耐

震性のない空き家の除却に対する市町間接補助金の上限額の見直しについて、

併せて、地域資源としての空き家の活用策の提案について御所見をお伺いし

ます。 

   〔上村 告県土整備部理事登壇〕 

○県土整備部理事（上村 告） 御質問いただきました空き家のリスクと空き

家の活用について御答弁申し上げます。 

 総務省の最新の住宅・土地統計調査によりますと、本県の総住宅数は87万

3500戸でございまして、そのうち16.3％に当たる14万2700戸が空き家と推計

されております。 

 空き家は、適切に管理されない場合には、倒壊や景観の悪化といった問題

を招くおそれがありますが、活用の仕方によっては、議員からも御指摘いた

だきましたとおり、地域にとって貴重な資源となる可能性があると認識をし
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ております。 

 まず、耐震性のない空き家の除却についてでございますが、本県では、木

造住宅耐震対策促進事業におきまして、昭和56年５月末日以前の旧耐震基準

の木造住宅を対象に、国、市町と連携しまして、除却の補助を行っておりま

す。これは空き家が放置され、より危険な状態になることを未然に防ぐだけ

でなく、能登半島地震での支援活動で得られた気づき集にも盛り込まれてお

りますように、地震で空き家が倒壊し道路を塞ぐことによる避難や救助を妨

げる事態を防ぐという防災上の観点からも極めて重要な取組でございます。 

 耐震性のない空き家除却の補助実績につきましては、平成28年度の制度開

始以降年々増加を続け、令和６年度には、当初の５倍強に当たる756件に達

するなど、非常にニーズが高くなっております。 

 一方、県の補助上限額でございますが、先ほど議員から御提示いただきま

した資料にもございましたが、補助限度額５万1750円は、制度開始時の除却

費用を基準に設定したものでありまして、近年の人件費等の上昇による除却

費用の高騰を反映できておらず、国と市町を合わせた補助限度額20万7000円

は、同様の制度を持つ全国21の都道県の中で最低水準となっております。そ

うした中、県内の一部の市町では独自に補助の上乗せを行い、国と合わせて

30万円以上の除却補助を行っているところが増えつつあるという状況でござ

います。 

 本県としましては、空き家が周囲に及ぼす悪影響を未然に防ぐだけでなく、

南海トラフ地震への備えを強化する意味でも、他県の事例等も参考に補助限

度額の引上げについて検討を進めていきたいと考えております。 

 続きまして、空き家の活用についても様々な可能性があると認識をしてお

ります。 

 本県では、令和２年度から空き家対策支援事業において、国と市町と連携

しまして、空き家を住宅にリフォームする補助を開始しており、補助対象に

は古民家等の空き家も含まれております。 

 また、令和６年度からは、地域連携・交通部と連携しまして、雇用やにぎ
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わいを生み出す宿泊施設など、地域の活性化につながる施設へのリフォーム

に対する補助も開始したところでございます。 

 このような事業を活用し、先ほども御紹介がありましたが、伊賀市では、

古民家等の空き家をホテルの客室に再生したり、また、南伊勢町では、空き

店舗をキッチンカーの飲食スペース等に改修するなど、住宅以外の用途への

空き家の活用が増えつつございます。 

 これも議員から御紹介いただきました二地域居住でございますけれども、

二地域居住とは、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設けるもの

で、これにより、都市から地方へ、また、地方間を含めた人流拡大や担い手

の確保、消費等の需要創出、新たなビジネス、雇用の創出が期待をされてお

ります。 

 しかしながら、現在の空き家対策の支援事業におきましては、住宅へのリ

フォームは移住・定住が補助要件となっており、二地域居住のための空き家

のリフォームは補助対象外となっております。 

 二地域居住への空き家の活用につきましては、今後、市町からの意見等を

踏まえ、必要に応じて補助要件の緩和等について関係部局と連携しながら国

に要望していきたいと思っております。 

 放置される空き家のリスクへの対策、また、地域資源としての空き家の活

用、その両方にしっかり対応できるよう引き続き関係部局や市町と連携しな

がら取り組んでいきたいと考えております。 

   〔43番 中森博文議員登壇〕 

○43番（中森博文） 御答弁ありがとうございました。 

 提案型といえども、制度がありまして、なかなか難しいかなと思うんです

けれども、名古屋や大阪で住まれている方は、週末はちょっと三重県で過ご

したいなと。じゃ、住宅はちょっと改修したらあるかなと。でも、補助金を

もらおうと思ったら、住民票を移動と。ちょっと待って、子どもが大きくな

るまで、定年まで住民票の移動はできないなということで、ちゅうちょして

しまう、これが現実です。だから、二拠点しながら、関係人口が増えるとか
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をすれば、市町もそういうのをどんどん、住民票は置いておいて、後々、住

民票はまた変更するとしても、取りあえず住まいだけすればいいのかなとい

うふうに思ったりするんです。 

 それから、災害時に使ったりいろいろと、常時は、スムヤドスムじゃない

ですけれども、宿泊施設として使うというもの、これまた一つの、伊賀市な

んかでは、民間のビジネスホテルを経営されている方が、今度はリニューア

ルしたところを離れということで、宿泊施設として使っています。そうする

と、またインバウンドに非常に人気が高いという。忍者姿が街の中でうろう

ろしているという、外国人の方が見受けられますので、それは活用の非常に

いい例かなというふうに思ってございまして、こんなことを思いながら、災

害時はなかなか仮設住宅を造るのも大変やし、じゃ、名張に何戸、伊賀市に

何戸、津市に何戸という形でストックしておけば、いざというときに宿泊施

設はストップして、災害用に活用しながら、そういうのにしてはどうかな、

こんな発想だったんです。 

 いろいろと意見がありますけれども、知事、感想だけでもいいんですが、

一言で結構です。 

○知事（一見勝之） 空き家は全国的に大きな問題になっています。人口が

減っていますので、それを議員御提案のような、例えば仮設住宅に使う、そ

の前は民泊的なものに使うと。これ、あると思います。実際にそういった形

で動き出している金融機関とか、それから通信社なども話を聞いたことがあ

りますので、これからそういったものに活用していかれるのは、日本のス

トックの有効活用ではないかと思います。 

   〔43番 中森博文議員登壇〕 

○43番（中森博文） ありがとうございます。いろんなことをしながら、除却

を進めるのも大事、活用するのも大事と、こんなことを申し上げながら、よ

ろしくお願い申し上げたいと思います。 

 障害者就業・生活支援センター事業について質問させていただきたいと思

います。 
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 ある法人の理事から、県の事業で大きな赤字を出してんねんと言うて、

行ってきたらこんな話を聞かせてもろうて、そんなことってどうですかって

言うたら、事業主体者に聞くと、いやいやこれはもう県の大事な事業で、赤

字でもそんなんやらなくてはいけませんので、一生懸命やればやるほど赤字

になりますねんって、一生懸命やれば赤字になるって、どうなっているのと

お伺いしたら、人件費が主でございまして、国からは３人、県からは1.5人

とか言うていましたけれども。そうやって人件費が主に、事務費はどうかな、

事務費はあんまりついているかついていないかは分かりませんけれども、要

するに赤字では、それはさすがにあれかなと、丁寧にすればやはりそうなっ

てくるのかなということでございます。 

 制度をここで説明すると、大切な雇用、福祉、教育、関係機関と連携して、

しっかりと利用者のために障がい者の就業・生活支援をすると、こんなこと

で、国・県挙げて、各事業に、県内は数ブロックに分かれていますけれども、

委託事業でやっています。決算の状態、ちょっと赤字を聞いたりしながら、

心配です。障害者就業・生活支援センターの経営に関する県の御所見をお伺

いします。 

   〔竹内康雄子ども・福祉部長登壇〕 

○子ども・福祉部長（竹内康雄） それでは、障害者就業・生活支援センター

についてお答えいたします。 

 障害者就業・生活支援センターは、障がい者の身近な地域において、就業

面と生活面の一体的な相談支援を行うことを目的としておりまして、県内で

は九つの障害保健福祉圏域ごとに、県が指定した社会福祉法人等が、国の雇

用安定等事業と県の生活支援等事業を受託して運営を行っていただいており

ます。 

 センターでは、就労や生活に関する相談対応をはじめ、障がい者の特性、

能力に合った仕事の選定や職場への定着支援、健康や金銭管理に関する助言

等を行っています。また、ハローワークや障害福祉サービス事業所などの多

くの関係機関と連携・調整を図りながら、支援体制の整備を進めるなど、地
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域の中心的な役割を担っていただいております。 

 県内各地域において、センター以外にも就労支援を担う関係機関は増加し

ておりますが、豊富な実績と経験を有するセンターの相談は年々増加してお

りまして、それに伴い経費も膨らんでおります。 

 そのため、センターに業務が集中しないよう関係機関と役割を分担し、必

要なサービスを地域全体で提供できる体制に整えていくことが課題というふ

うに考えております。 

 経営面において、センターの収入は、御紹介いただきましたけれども、国

及び県からの委託料となっておりますが、高い専門性と豊富な経験を有する

人材の確保が求められており、その人件費負担や近年の物価高騰等も重なり、

厳しい経営状況にあるものと認識しております。 

 こうした現状を踏まえて、令和６年度、７年度予算におきまして、人件費

の高騰を考慮し、県の生活支援等事業について一定の増額を図ってきたとこ

ろです。 

 県としましては、センターの業務負担や経費の軽減につながるよう、セン

ターの役割を関係機関への支援や連携の拠点機能に特化させるなど、地域の

実情に応じて調整を図ってまいりたいと考えております。 

 また、国に対しては、県内センターの厳しい運営状況を共有し、事業費の

確保を要望するとともに、県としましても必要な事業費の確保などに努めて

まいりたいと考えております。 

 あわせまして、各センターの運営状況につきまして、早急にヒアリング調

査を行い、実情を把握した上で対策を検討してまいります。 

   〔43番 中森博文議員登壇〕 

○43番（中森博文） 御答弁ありがとうございます。 

 調査をしていただいて、一生懸命やればやるほど赤字というのは、やっぱ

りそれはせっかくの努力が苦になるんですね。やむを得ないと言いながらも、

やっぱり採算が取れなければ、事業そのものがいかがなものかということに

なります。よろしくお願い申し上げたいと思います。 



－1213－ 

 時間も押し迫ってきましたので、最後に、伊賀地域の道路整備の推進につ

いてお伺いさせていただきたいと思います。 

 毎回、私もこの道路関係は質問させていただいております。名神名阪連絡

道路をはじめ、三重県新広域道路交通計画による名阪バイパス、それから中

和津道路なども質問させていただきました。高規格道路につきましても、ま

た、大きな整備につきましては、しっかりと国の直轄事業で進めていただか

なくてはいけないのかなと、このように思うところでございます。 

 一つ目の名神名阪連絡道路ですけれども、期成同盟会やら何かいろいろと

頑張っていただいて、そろそろ具体的なルート決定がされるのではないかな、

（パネルを示す）これを紹介しますが、これは同じものを度々出してもらっ

ていますけれども、要は私が言いたいのは、名神名阪連絡道路、名神高速道

路から新名神高速道路、名阪国道と、これがそうなんですね。私は、ここの

国道165号まで南下、これを常々申し上げているわけで、というのは、説明

会の構成員に名張市も伊賀市も入っていまして、そういう意味では、やはり

三重県を縦断する道路は必要と、このようにお願いしながら、その進捗をお

伺いさせていただきたいと思います。 

 続けて、（パネルを示す）国道368号ですけれども、これもずっと進めて

いただきながら、さらにこの工事は進んでいますので、もっと新しい写真を

入手したらいいんですけれども、上野インターチェンジまでどんどん進んで

いるところでございまして、これも引き続き、我々の願いで、もう少し進捗

をお聞きさせていただきたいと思います。 

 （パネルを示す）加えて、一般県道ですけれども、上笠間八幡名張線とい

うことで、バイパスがちょっと曲がっていますけれども、ここから真っすぐ

行くんです。これ、名張川がここに走っていまして、橋を架けて渡ると、こ

んなことでございます。これが、名阪国道から国道368号までを結ぶ、奈良

県と三重県を結ぶ重要な道でございますので、これもまた進捗をお伺いさせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

   〔藤井和久県土整備部長登壇〕 
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○県土整備部長（藤井和久） ただいまお尋ねのありました三つの路線、名神

名阪連絡道路、国道368号、一般県道上笠間八幡名張線について、それぞれ

お答え申し上げます。 

 まず、名神名阪連絡道路でございますけれども、こちらは道路利用者から

の意見聴取の妥当性や最適ルート帯の評価を目的といたしまして、令和４年

11月に第１回名神名阪連絡道路有識者委員会を立ち上げまして、令和６年11

月に第２回、今年６月に第３回有識者委員会を開催し、道路交通課題など、

様々な課題について御助言をいただいているところでございます。 

 その中で、令和５年１月から２月に第１回意見聴取として、名神名阪連絡

道路周辺の課題や名神名阪連絡道路への期待を把握することを目的として、

沿線の道路利用者を対象にアンケートを実施いたしました。 

 令和６年11月に開催した第２回の委員会におきましては、この道路、対象

区間は非常に長く、約30キロメートルに及ぶことから、早期の効果発現のた

めに優先区間を設定し、計画の具体化を進めることが有効との提案があった

ことを踏まえまして、現在、優先区間の設定について有識者委員会で検討を

しているところでございます。 

 10月１日からは、第２回意見聴取といたしまして、より広域的な道路利用

者視点からの道路交通状況の課題を把握するために、アンケートやヒアリン

グを実施しているところでございます。 

 あわせて、現在の検討状況を地域の方々等に御説明するために、沿線市町

において住民説明会も実施しているところでございます。 

 まずはこの意見聴取の締切りが11月９日になっておりますけれども、これ

らの結果も踏まえまして、引き続き、国と滋賀県と連携をしまして、名神名

阪連絡道路の計画の早期具体化に向けてしっかり取り組んでまいりたいと考

えているところでございます。 

 ２点目の国道368号の４車線化についてお答え申し上げます。 

 国道368号の伊賀市と名張市を結ぶ区間につきましては、朝夕を中心に混

雑が発生しており、特に混雑が著しい市街地部から４車線化を進めていると
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ころです。私も先日、現場のほうを見させていただいたところでございます。 

 まず、名張市内においては、昨年度までに、八幡工業団地２交差点から国

道165号までの約2.3キロメートル区間において４車線化が完了したところで

ございます。 

 現在は、八幡工業団地２交差点から美野原橋南詰交差点までの約500メー

トル区間の４車線化に向けて工事を進めているところでございます。 

 議員も御案内のとおり、この区間は大分形になってまいりまして、今、一

日でも早い供用を目指し工事を進めているところでございまして、改めて供

用目標、いつ頃供用できるのかというのをお示しさせていただきたいと考え

ております。 

 また、伊賀市内におきましては、上之庄交差点付近から大内橋南交差点付

近までの約700メートルの区間について、こちらは令和７年度の供用を目指

して工事を進めているところでございます。 

 今後の取組でございますけれども、名張市内においては、伊賀市方面へ順

次４車線化を進めてまいります。 

 また、伊賀市内におきましては、名阪国道上野インターチェンジまでの４

車線化につきまして、インターチェンジの形状であったり、周辺の道路との

接続、高規格な道路に接続することから、課題もあります。国土交通省、公

安委員会とも調整しながら、今現在、接続部分の設計を進めておりまして、

早期に用地買収に着手できるよう事業を推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 国道368号は、伊賀市と名張市を結ぶ、通勤通学のための生活道路である

とともに、地域の経済、観光、防災上の観点においても重要な広域ネット

ワークを形成する道路であることから、今後もしっかり４車線化に取り組ん

でまいります。 

 最後になりますけれども、一般県道上笠間八幡名張線でございます。 

 こちらも今、現道が非常に狭いことから、約１キロメートルの区間につい

てバイパス整備に取り組んでいるところでございます。 
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 このうち、特に幅員が狭く人家が連担している名張川左岸側につきまして

は、これまでに約300メートルの区間で暫定供用を行っているところでござ

います。 

 また、名張川右岸につきましては、昨年度までに用地買収が完了しました

ので、本年度から工事に着手する予定でございます。 

 県道上笠間八幡名張線は、奈良県と接する、地域の方々の重要な生活道路

であることから、一日でも早い供用を目指してしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。 

   〔43番 中森博文議員登壇〕 

○43番（中森博文） ありがとうございました。時間が参りましたので、最後、

一句だけ申し上げたいと思います。 

 非常に練って、去年から準備してあったというのが正しいんでしょうけれ

ども、せっかく高市総裁が誕生した、それから、三重県でも引き続き一見知

事がこれから頑張っていただくと、そういう意味からも、今、田んぼの話を

して、お米作りの話をしたと。これで総合的に、「早苗から 強いこく力 

伸びる三重」と。「こく力」のこくは平仮名です。国という字も穀物の穀も

あるということで、「早苗から 強いこく力 伸びる三重」ということで、

春、季語は早苗と。 

 以上でございます。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（森野真治） 本日の質問に対し、関連質問の通告が１件あります。 

 中森博文議員の質問に対する関連質問の通告がありますので、これを許し

ます。６番 市川岳人議員。 

   〔６番 市川岳人議員登壇・拍手〕 

○６番（市川岳人） 伊賀市選挙区選出、会派自由民主党の市川岳人です。 

 さきの補欠選挙で初当選、そして今回の初議会ということで、初質問をさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 先ほどの理事からの説明におきまして、総務省が実施した住宅・土地統計

調査、中森議員の質問の中ですけれども、三重県内の住宅については、空き
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家は16.3％、実に全国平均13.8％を上回る数字ということをお示しいただき

ました。空き家数は、昭和63年以降、右肩上がりで増加している、そして、

令和５年時点では約2.6倍に増加しているということも県のほうでお示しを

いただいております。 

 さらには、適正に管理されず放置されている可能性のある住宅、これが空

き家のうち約８万3000戸に上るということ、空き家全体の約６割を占めてお

ります。 

 同時に、総務省によりますと、2023年、全国の自治体に寄せられた移住相

談件数は約40万件を超えて、過去最高、ずっと増えているというふうなこと

で、移住のニーズ、空き家のニーズ自体は全国的に増えている状況でありま

す。 

 一方で、空き家はあるのに借りられない、あるいは買えない、そういった

ミスマッチがあるというふうなこと、要は需要に対して供給が合っていない

というようなこと、これが問題になっていると考えます。空き家の掘り起こ

しと流通促進が不可欠な課題であります。 

 このような状況を踏まえて、三重県として今後の取組の方向についてお伺

いをいたします。 

 まず、空き家の実態把握についてお伺いをいたします。 

 先ほどお示しをいただきました住宅・土地統計調査、これと市町が行って

いるような空き家バンクで実態把握を進めておりますけれども、未登記の物

件、そして相続未了物件が多く、実際の空き家数、そしてまた、所有者情報

の正確な情報把握が難しい状況です。県として、市町、法務局、税務当局と

連携して空き家データベースを構築するなど、空き家の実態を的確に把握し

ていくお考えについてお伺いをいたします。 

 また、相続登記の義務化が昨年より始まりましたけれども、それを契機と

しまして、県として市町と連携し、空き家対策を一体的に進める支援を行う

べきと考えますが、見解をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

○県土整備部理事（上村 告） 空家等対策の推進に関する特別措置法、いわ
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ゆる空家特措法でございますけれども、その中で県は、市町が講じる措置に

ついて、情報の提供や技術的な助言、また、市町相互間の連絡調整などを、

あと、さらに財政上の支援などを行うということでされております。 

 財政上の支援につきましては、先ほど御答弁申し上げさせていただいた除

却等の補助になりますが、情報共有とか、また、県民の周知についてでござ

いますけれども、本県では、三重県空き家対策連絡会議というものを設置し

ておりまして、市町への情報提供とか、市町相互間の連絡調整を行っており

ます。その中で、三重県司法書士会等から、所有者不明土地・建物管理制度

の御説明をいただいたりとか、その管理人の選任を裁判所に申し立てた事例

なんかを御紹介いただいて、そういうふうな情報共有をしております。 

 また、主に県民の方を対象にしておりますけれども、三重県空き家対策セ

ミナーというものを開催しておりまして、住宅の相続を切り口にして、外部

講師などからもお話をしていただいておりまして、令和８年１月にも、土曜

日になりますけれども、また開催する予定でございます。 

 一方、令和２年度から、情報提供というところで日本郵便から、倒壊など

の危険があるとして、市町が認定する特定空家についてなんですけれども、

情報提供が得られたわけなんですが、令和８年度から新たに、空き家の持ち

主の転居情報について、特定空家になる前の管理不全の空き家についても拡

大されるという状況がございます。また、さらに、これまでも電力会社等に

よる情報提供なんかもされております。 

 引き続き、まずは除却の支援、それと県民へのセミナーを通じて空き家対

策を進めていただくことを推進するとともに、所有者が不明な場合について

も、先ほど申し上げました、司法書士会であるとか、三重県宅地建物取引業

協会などの団体で構成される空き家ネットワークみえとの連携、また、日本

郵便への情報照会など、有効な取組をいち早く市町に情報提供しまして、一

緒になって取組を進めていきたいと考えております。 

   〔６番 市川岳人議員登壇〕 

○６番（市川岳人） 実態把握につきましては市町の責任というふうなことで、
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空家特措法の中でそのように明記されているようなことで、県としては側面

支援をやっていくということ。これについては私も把握をしております。 

 やはり空き家のデータベース化であったり、所有者の調査、これに今、私

の地元は伊賀市ですけれども、伊賀市は県内では空き家については進んでい

るって言われている中でも、所有権者の調査であったり、そういうところに

すごい人員を割かれるというふうなところ、そしてまた、それによって得ら

れた情報でも、やはりなかなか対策が進んでいかない、除却なんかも進んで

いかない。予算的な問題がありますけれども、そういった実態に対して、や

はり側面支援をしていく必要があります。人員の部分では、大いに協力でき

る部分があるのではないのかなと思っています。例えば、デジタル化の支援

だったり、専門家のマッチング、今、司法書士会のお話もいただきましたけ

れども、人材派遣等、実務的な支援策を講じていくということについては今

後も進めていただきたいというふうに思います。 

 そしてもう１点、相続登記の義務化に伴いというお話をさせていただきま

した。相談件数自体も増えているというふうにも聞かせていただいています。

県民への周知や相談窓口の充実について、県としてはどのようにお考えか、

もう一度御見解をお伺いいたします。 

○県土整備部理事（上村 告） そういう相談についても、県として助言でき

るところについてはしっかりお答えしたいと思いますし、先ほどもちょっと

申し上げましたけれども、新たな情報収集のデータとかがあれば、提供させ

ていただきたいと思いますし、データの整理をすることにより空き家の対策

が進むということであれば、それについても一定国ともしっかり連携してい

きたいと思っております。 

   〔６番 市川岳人議員登壇〕 

○６番（市川岳人） もう１点の質問に移ります。 

 高齢者の増加、あるいは単身世帯の増加に伴う予防的空き家対策というこ

とで、そういったことが想定されるということで、やはり空き家になる前に

未然に防ぐ、そんな仕組みを考えていくべきだというふうに思っております。
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これについて、県が今どのような取組を進めているかであったり、どのよう

な考え方をしているか、お示しください。 

○県土整備部理事（上村 告） まず、高齢者の住み替えにつきましては、い

わゆるセーフティネット住宅の情報を、県のホームページでも幅広く情報提

供させていただいております。今、約２万1000戸の登録がございまして、そ

れらを順次見ていただくという状況でございます。 

 また、空き家になる前の未然防止策ということで、これにも関係するんで

すけれども、住宅確保要配慮者、先ほどの高齢者の方とか、障がい者の方に

なりますけれども、そういう方の居住の支援をしていくための体制というの

も三重県でもつくっております。伊賀市では、県内初となります住宅セーフ

ティネットに基づく伊賀市居住支援協議会というのも立ち上げていただいて

おるというふうにも聞いております。また、国のほうでも、高齢者世帯が暮

らす住宅を子ども世帯向けの住宅に改装するようなモデル事業も新たに来年

度からやっていくというようなことも聞いておりますので、先ほど申し上げ

ました空き家対策セミナーなんかと一緒に、いろいろ情報提供していきたい

と思っております。 

 引き続き、国の情報もしっかり取り入れながら、また、相続登記の義務化

などの、あとセーフティネット住宅の登録制度なんかも含めて、市町と一緒

になって取組を進めていきたいと考えております。 

   〔６番 市川岳人議員登壇〕 

○６番（市川岳人） 御答弁ありがとうございます。 

 やはり県が間に入って窓口になる、市町と連携していくということが大事

だというふうに思いますし、現場との緊密な連携というのはこれからもお願

いしたいと思います。 

 相続、登記、これに関してはやはり空き家対策とは密接に結びついており

ますので、一体的に進める仕組みづくりを推進して、地域の暮らしやすさを

次の世代へつないでいく、そんな政策展開を強く要望いたしまして、私の質

問を終結させていただきます。（拍手） 



－1221－ 

○副議長（森野真治） 以上で、本日の県政に対する質問を終了いたします。 

 これをもって本日の日程は終了いたしました。 

 

休          会 

○副議長（森野真治） お諮りいたします。明７日は休会といたしたいと存じ

ますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（森野真治） 御異議なしと認め、明７日は休会とすることに決定い

たしました。 

 10月８日は、引き続き定刻より県政に対する質問を行います。 

 

散          会 

○副議長（森野真治） 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時32分散会 


